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予算決算審査委員会記録 

 

招 集 日 時 令和7年10月27日（月） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後4時05分 閉会 

場所・形態 委員会室 閉会中の開催 

出 席 委 員 委員長 山本 成 副委員長 奥道光人 

 委員 中西裕康  尾川直行 

  守井秀龍  立川 茂 

  石原和人  森本洋子 

  青山孝樹  藪内 靖 

  松本 仁  内田敏憲 

  丸山昭則  草加忠弘 

欠 席 委 員  土器 豊   

遅 参 委 員  なし   

早 退 委 員  山本 成   

列 席 者 等 議長 西上徳一   

説 明 員 産業観光部長 桑原淳司 産業振興課長 坂本 寛 

 
観光ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
課長兼備前焼振
興課長 

神田順平   

 建設部長 梶藤 勲 
都市計画課長 
兼通信制高校整
備推進室長 

井上哲夫 

 建設課長 岡村 悟 水道課長 杉本成彦 

 下水道課長 野崎信二   

 総合支所部長 森  優 三石総合支所長 瀬尾茂樹 

 日生総合支所長 横山修一 吉永総合支所長 新庄英明 

 生涯学習部参与 大森康晴 文化スポーツ振興課長 杉山麻里 

傍 聴 者 報道関係 なし   

 一般傍聴 なし    

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前９時３０分 開会 

○山本委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの御出席は１４名です。定足数に達しておりますので、これより予算決算審査委員会

を開会します。 

 本日は、議案第９５号令和６年度備前市一般会計歳入歳出決算の認定について、産業関係につ

いて審査を行います。 

 それでは、審査に入ります。 

 まず、歳入から行います。 

 決算書は１８ページ、所管別分類表は９ページをお開きください。 

 ２款地方譲与税、１３款交通安全対策特別交付金、１４款分担金及び負担金までを審査いたし

ます。１８ページから２３ページです。 

○尾川委員 ページの１９ページの地方譲与税の森林環境譲与税について、活用方法含めて説明

していただきたいんですけど。 

○坂本産業振興課長 令和５年度決算と比較いたしまして、令和６年度におきましては約３００

万円の増となってございます。内容といたしましては森林面積、それから人口、林業就業者とい

う割合の下、配分がなされております。６年度以降、この森林面積のところで５０％だった配分

が５５％に増えてございます。逆に、人口のところが３０％だったものが２５％に変更になって

おります。そういったことから、本市の場合ですと約３００万円の増という決算状況でございま

す。 

 利用状況といたしましては、活用という意味でございますけれども、今後も森林経営制度に基

づく森林管理のことを進めてまいります。それから、アカマツ林の再生事業にも充当したいと考

えております。それから、ほかにも木を使ったいろんな事業というものに活用を検討してまいり

たいと考えております。 

○尾川委員 どのくらいの消費、どのくらい歳出、使うていこうというお考えなんで、それでこ

れ残していったとしたらどうなるんですか。 

○坂本産業振興課長 残すという気持ちは今後あまり持っておりませんが、今までが基金に積み

立てているという状況のことをおっしゃられているのかなと感じております。今この令和６年度

決算では、積立ての額も結構な額になってはいるんですけれども、今回ビーテラスのほうの木材

利用した部分というところで７年度では充当してまいりますので、年度ごとにこの充当の金額と

いうのは精査が必要ですけれども、森林経営制度に基づく事業の執行に充ててまいりたいと考え

ております。 

○尾川委員 ビーテラスにもっと金使うべきだと私は思うとんです。木製品の玩具とか、おもち

ゃを入れたり、そういう遊具だけじゃなしにおもちゃというんか、木製の玩具があると思うんで

す。森林環境譲与税ということになったら私ら１人当たり１，０００円だったか、負担させられ
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るんだけど、県北の森林、森の管理に使うんかなと思うたら出すばっかしのところともらうばっ

かしのところと不公平さがあるから文句出て、例えば今言う５５が３０か２５になったり５０が

５５になったりするような案分の方法が変わってきておるということなんですけど、そのあたり

の森林で例えば崩れるとか、それから環境が保護できんとかという、そのあたりについての評価

というのは国はどう考えとる、今後の問題でそこまでまだ言うてないんですか。 

○坂本産業振興課長 もともとのこの国の制度の設計といいますか、考え方というところで申し

ますと、水源の涵養、県土保全など森林が持つ公益的機能を高める森づくり、森林整備を推進す

るための担い手の確保、育成、定着と木材の利用促進、こういったことに事業としてはやってい

くんだというものがこの制度の最初、当初の考え方であります。国のほうは、こういったものに

充てていくべきと指導は受けているというところでございます。 

○尾川委員 今説明があった木材の利用促進に重点を置きゃ、ぜひこれだけの税金取られとん

で、何かに生かしてもらえたらと思います。そのあたりもう一度確認お願いします。 

○坂本産業振興課長 尾川委員言われますように、木材の利用という部分も今後はもう少し検討

してまいりたいと考えております。それから、少し前の補正予算でもちょっと申しましたが、支

障木の伐採というようなところに他市の状況としては予算を充当しているということも伺ってお

ります。そういったことも含めて検討してまいりたいと思います。 

○守井委員 ２３ページの交通安全対策交付金。昨年が２０８万円なんじゃけど、年によって違

ってくるので、これ大体もう通年とすればほぼ一定的なもんじゃないんかと思うんですけれど

も、どんなんでしょうか。罰金の何ぼかの交付金ということになるんですけれども、年によって

その罰金の徴収料が違っているというようなことになるんかなという感じなんですが、その点は

いかがですか。 

○岡村建設課長 委員御指摘のように罰金の徴収の場合もあるかと思いますし、平成２７年の３

２０万円から令和５年の２１０万円ということで８年間で３割減となっております。年々減って

きているということで、考えられる要因としましては国全体の交付金の総額の縮小とか、あと交

通事故の件数とか、あと人口が減っていっておりますので車両保有台数などの減少など、これに

係る算定指標が低下しているものと考えております。ちょっと今後も減少傾向になるのかなと承

知しております。 

○松本委員 さっきの森林譲与税なんですけど、例えばいわゆる森林というものと俗に言う雑木

林です、その違いというのはやっぱりあるんですか。例えば我々の地域でも、もう雑木林で下草

を刈るのをほとんどやられてないし、雑木林が荒れてるとか、それは常に聞くんですけど、さっ

き支障木の伐採とか、そういうことには使われるということなんですけど、そこら辺の関係が支

障木の伐採というのは森林譲与税のほうから主には出るんですか。それから、雑木林とさっき言

った森林の違い、どう理解すりゃえんですか。 

○坂本産業振興課長 市のほうで支障木の伐採というものを実施していることにつきましては、
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基本的には市の所有している土地に生えている木というふうに理解していただいて、雑木林とい

うのは松本委員の言われるのは個人所有のものを含めたものでないかなと思います。 

 あとこの森林経営制度ということでやっていく事業というのは人工林といいまして、基本的に

は杉、ヒノキ、そういったものを植えている山、森と、そういうような考え方をしていただけた

らと思います。 

○松本委員 そしたら支障木の伐採というのはどういう意味を持つ、邪魔になるから刈るんでし

ょうけど、大体支障木というのは雑木林周辺に生えていると思うんですけど、どう考えたらいい

んですか。 

○坂本産業振興課長 支障木といいますのは、道路等に木が倒れかかってきていて通行される方

の危険にさらされているというような木を伐採するというものを指しております。 

○松本委員 よく地域で聞くのは、この木切ってほしいんじゃとか、例えばそこ個人所有の山だ

ったら、それは対象にならないと今まで言われてきたと思うんですけど、そこら辺どう考えたら

いいんですか。 

○坂本産業振興課長 個人所有の木につきましては個人で処分をしていただくと、私が先ほど申

しましたのは市の所有という山の場合で通行に危険になった場合の支障木ということで御理解い

ただけたらと思います。 

○山本委員長 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に移らさせていただきます。 

 １５款使用料及び手数料、４目労働使用料、５目農林水産業使用料、６目商工使用料、７目土

木使用料、２４ページから２７ページです。 

○守井委員 ２５ページの４目の労働使用料なんですけど、令和６年度５９万４，６３０円の決

算が出とんですけど、労働会館が令和６年から中止になってるんじゃないんかなと思うんですけ

ど、これはどこの施設の使用料になるんですか。 

○坂本産業振興課長 こちらにつきましては勤労者センターになります。 

○守井委員 ６年から中止になってたんじゃない。 

○坂本産業振興課長 ６年度から変わっているのはリフレセンターでございまして、勤労者セン

ターはこの７年度の１０月以降ということで御理解いただけたらと思います。 

○守井委員 その下の農林水産業使用料で農道水路占用使用料はかなり増額になってると思うん

ですけど、これは大体一定の金額になるんじゃないかなと思うんですけど、何かあったんでしょ

うか。 

○岡村建設課長 農道水路占用使用料なんですけども、基本的にはこの出入口とか暗渠排水と

か、あと電力通信会社の占用の使用料という内容です。令和６年度が全体で２８８件ほど申請が

ございました。年によってばらつきがあるかと思うんですけども、この６年度につきましてはそ
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れだけの申請があり、これだけの使用料が入っているという状況でございます。 

○守井委員 結局実績としてこれだけのものがあったのを予算も３００万円ほどだったんで、前

年度実績をそのまま応用したという形で前年度実績５年度は２９２万円ほどだったようなんです

けど、その実績に合わせて予算づけをして結果こうだったということでしょうか。 

○岡村建設課長 そのとおりでございます。 

○尾川委員 特公賃、住宅使用料についてページ２７ページの２節の住宅使用料に関連して、予

算決算審査委員会資料を見させてもらったら例えば特定公共賃貸住宅使用料収納状況ということ

で、これも現年度分については昨年と比較したらかなり収納率がアップしとんですけど、そのあ

たりのことについてどうお考えなのか、全体とすれば収納率が４９．９で最終的には、そのあた

り現年度分との関連について詳しい説明と、それから今後の対応についてお聞きしたいんですけ

ど。 

○井上都市計画課長 市営住宅につきましては、現年分の収入済額が２，５７６万８，８００円

と調定に対しまして収納率が８８．２％になっております。前年度令和５年度は８３．９％と

４．３％上がっており、直近の５年間の平均では８７．９％の状況となっております。それか

ら、特公賃につきましては、現年につきましては収入済額が８２９万９，２００円で、収納率は

９５％となっております。こちらにつきましては、令和５年度が９２．１％と２．９％収入率が

上がっており、直近５年間の平均では９０．８％と推移してます。 

 全体といたしましては、特に市営住宅の使用料収入が年々減少となっておりますが、入居者の

退去等により人数が減っていることが主な要因と考えます。また、近年の物価上昇により生活費

に充てる支出が増加するなど、家賃をお支払いしたくてもできない方などの収入未済額が残って

るような状況であります。しかしながら、収納率アップに向けまして担当一同督促状等送り、ま

た戸別訪問もして入居者の状況を配慮しながら分納納付などお願いをしており、それの成果とし

て若干ではありますが収納率が向上したと考えられます。 

○守井委員 委員会資料の２８ページのところなんですが、ここへ収入未済額がトータルで６，

４５３万円が出ておるんですけれども、現年分は３４４万円ほどなんで１割ちょいという形なん

ですが、平成３０年度以前の３，６００万円がたまっておるという状況でなかなか難しいような

ことが見えるんですけれども、そのあたり平成３０年以前についての督促とか、それは非常に難

しいんだろうと思うんですけど、何か対策しないとこれがいつまでたってもこの収入未済額が残

るんではないかなという感じで思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○井上都市計画課長 ３０年以前の収入未済額３，６８６万９，８９６円、全体のものに比べる

とかなり多く占めている状況でございます。こちらにつきましては担当職員ではやはり限界があ

る部分がございますので、専門の弁護士事務所に債権回収の委託をしまして、そちらのほうで滞

納者の方に払える範囲があると思いますが納めていただけるような対応を取っております。 

○守井委員 ここが改善されない限りは、このトータルの収入未済が減っていかないという感じ
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なんで、何か特別に対策考えて保証人まで行かれるんか分からないんですけれども、今まで以上

の徴収のほうお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○井上都市計画課長 滞納の部分については現年、過年含めて収納率を上げるように努力してま

いりたいと思います。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に移らさせていただきます。 

 １５款使用料及び手数料、２項手数料、５目農林水産業手数料、６目商工手数料、７目土木手

数料、２８ページから２９ページです。 

○青山委員 ２９ページの１節農業手数料、設計審査手数料というのが新しく入っているんです

けど、内容を教えてください。 

○新庄吉永総合支所長 こちらにつきましては、簡易給水施設の新規の開栓をする際に指定給水

工事事業者が給水装置の工事をする際にあらかじめ市のほうに設計の審査を受けて工事をすると

いうふうになっておりまして、その審査の手数料という形になっております。 

○青山委員 これどこの場所ですか。 

○新庄吉永総合支所長 和意谷の簡易給水施設です。 

○山本委員長 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１６款国庫支出金、１項国庫負担金、１０目災害復旧費国庫負担金、３目衛生費国庫負

担金、６目商工費国庫補助金までを審査いたします。３２ページから３５ページです。 

○守井委員 災害復旧の国庫補助金なんですが、令和６年はどこの災害が主な災害だったんです

か。 

○岡村建設課長 これにつきましては、対象箇所が弁天川の河川災害復旧となります。この１件

になります。 

○尾川委員 ページの３５ページの観光費補助金、目でいうと６の商工費国庫補助金で、節で２

節観光費補助金でデジタル田園都市国家構想交付金で３，４００万円ちょっとあるんですけど、

これ備前焼振興だったと思うんですが、詳細を教えてもらえたらと思うんですが。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 ここの補助金につきましては、旧デ

ジタル田園都市国家構想交付金の地方創生推進タイプといいまして、現行でいいますところの新

しい地方経済生活環境創生交付金、これに該当します。それで、私どものほうがこれ備前市と瀬

戸内市で実行委員会を立ち上げまして、海外の展示会であるとか伝統的工芸品なんかの活用につ

いて伝統工芸美術品備前☆の継承、活用による地域振興事業として５か年間の事業を採択いただ

いたものの５年のうち３年度分ということで、それの国庫補助金が入ってきてございます。 

○尾川委員 令和７年度の当初予算でも上がっとると思うんですけど、そのあたりの計画の状況
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について教えてもらえたらと思うんですけど。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 今年度が３年度目です。昨年度は２

年度目です。この２年度目までにつきましては、伝統的工芸品あるいはその伝統工芸品につきま

して販売をせずにブランディングをしていこうというところで進めてございました。それで今年

度からは、いかにそれを売っていくかということで展示もしながら販売もしていくということ

で、これからは５年目に向けて持続可能な体制づくりをどういうふうにしていくかというのを検

討しながら進めているところでございます。 

○尾川委員 これ瀬戸内市と共同ということが原則なんですか。それが崩れることはないんです

か。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 この補助金につきましては、実行委

員会のほうで申請をさせていただいてございますので、共同でというのが大前提でございます。 

○尾川委員 例えば新しい美術館のその備前焼振興と絡めて何かに金を使うということは無理な

んですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 個別具体の事案がちょっと分かりか

ねますけれども、内容によって例えばギャラリストを招聘して、そういったところにお招きして

何かしらの展示販売のほうに活用していくんだというような話がもしできるんであれば、そうい

った実現可能性とかというのは必ずしも可能性としてゼロではないんではなかろうかな。 

○尾川委員 瀬戸内市は刀剣があるから刀剣博物館があるけど、備前市は美術館の活用とか、い

ろんな形でインバウンドをやるとか、そういうことをやっていける可能性はあるんじゃないかと

思うんで、そのあたりについて森林譲与税で木を使う、そのあたりの検討についてどうお考えな

んか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 今現時点で美術館を最大限利活用し

たというプランは、今年度は今のところございません。 

 ただ、先ほど委員おっしゃられとったように実現可能性としてはゼロではございませんので、

そういった活用につきましても交付金の対象範囲内で可能であれば進めてまいりたい、検討して

いきたいと思っております。 

○尾川委員 瀬戸内市も刀剣博物館があるんだから、同等でこっちも美術館使うということで、

ぜひそういう企画をお願いしたいと思うんです。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 １６款国庫支出金、２項国庫補助金、７目土木費国庫補助金、３４ページから３７ページで

す。 

○守井委員 ３７ページのほうで都市計画総務費の補助金のうち、都市構造再編集中支援事業費
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１億１，６４９万１，３００円とその下の地方創生整備推進交付金１，１２３万円、これは実際

どの事業に使われたんですか。 

○岡村建設課長 この港湾建設費につきましては、日生の鴻島港の改修を今進めております。こ

れに対する基本設計の委託業務のものになります。 

○守井委員 その上の都市構造再編集中支援事業費の補助金は、これはどれに該当してるんです

か。 

○井上都市計画課長 こちらの歳入に関しましては、主に図書館建設のものになるかと思いま

す。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 １７款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金、５目農林水産業費県補助金を審査いた

します。４２ページから４５ページです。 

○中西委員 ４４ページの農地費補助金で、ここで収納未済額が出てるので、ちょっとこれにつ

いて教えてやってください。 

○岡村建設課長 収入未済６，４７７万５，０００円の内訳につきましては農村地域防災減災事

業補助金、これが対象が４，７５２万３，０００円、その下の水利施設等保全高度化事業補助

金、これが１，７２５万２，０００円、この案件につきましては繰越しのほうさせていただいて

おりまして、農村地域防災減災事業のほうにつきましてはため池廃止の内容になります。備前地

区と吉永地区、それから水利施設等保全高度化事業につきましては新庄地区の樋門の改修と、も

う一か所が大露口樋門改修、この２か所の内容になります。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 １７款県支出金、２項県補助金、６目商工費補助金、７目土木費県補助金を審査いたします。

４４ページから４５ページ。 

○守井委員 ４５ページの住宅管理費補助金の１６５万円のところが調定額も収入済額も０円と

いうことで、予定しておったけれども事業がありませんでしたということで０円計上になってお

るということでよろしいでしょうか。 

○井上都市計画課長 委員御指摘のとおり、そういった申請がなかったということで０円計上と

なっております。 

○山本委員長 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に移らさせていただきます。 
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 県支出金の２項県委託金、６目商工費県委託金、７目土木費県委託金を審査いたします。４８

ページから４９ページです。 

○守井委員 商工費県委託金のところで観光費委託金、４９ページなんですが、中国自然歩道管

理委託金で１５万７，３００円なんですが、例年それだけのものが県から委託されるということ

なんですが、中国自然歩道ということで看板も出されておるんですけれども、これを実態として

利用されてる方の実態はどんなんかなという感じに思うんですけど、いかがですか。 

○新庄吉永総合支所長 利用されている人数まではこちらのほう把握はできてないんですけど、

もう全て八塔寺の地区のほうへ委託をしておりまして、またお会いする機会がありましたら確認

をさせていただきまして把握しときたいなと思っております。 

○守井委員 高梁のほうに行っても、この自然歩道というのがありました。看板がありますの

で、ずっとつながってる感じがありますので、また連携したところでの情報交換だけやっていた

だいたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○新庄吉永総合支所長 また、そういった機会がございましたら、調整をさせていただきまして

連携が取れたらいいのかなと思います。それと、地元の方に確認を取りましたところ、利用料を

徴収しているとか利用者名簿に記入していただくとか、そういうことはしてないんですけど、肌

感覚で月平均３００人程度という回答をいただきました。 

○内田委員 ６節の道路維持費委託金で井田農林海岸管理委託金ですが、これはどのようなこと

をしてもらっとんですか。 

○岡村建設課長 井田農林海岸の件につきまして、伊里側の左岸側の市道沿いの堤防の草刈りに

なります。 

○山本委員長 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に移らさせていただきます。 

 １８款財産収入、１項財産運用収入、２項財産売払収入、別紙１をお開きください。４８ペー

ジから５３ページです。 

○守井委員 利子及び配当金のところで作州かがみの森林組合出資配当金９，６５０円というの

があるんですが、出資金は何ぼ出資されとるんか分かりますか。 

○坂本産業振興課長 出資金につきましては、１９万３，０００円でございます。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 ２０款繰入金、２項基金繰入金、６目中山間地域保全基金繰入金、２４目森林環境譲与税基金

繰入金、５４ページから５７ページです。 

 よろしいですか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２２款諸収入、３項貸付金元利収入、６目労働融資貸付金元利収入、５８ページから５

９ページです。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 ２２款諸収入、５項雑入、５目雑入、別紙２をお開きください。５８ページから６７ページで

す。 

○中西委員 この別紙の２の５ページのところで、土木費雑入、旧和気・赤磐共同コンポスト事

務組合分配金、これは毎年入るんですか。それとも、もうこれで打切りなんですか。 

○野崎下水道課長 令和１７年度まで入る予定でございます。 

○中西委員 これは、そういう複数年度に分けるというのは何か意味があるんですか。 

○野崎下水道課長 こちら和気赤磐コンポスト組合というものは合併前の話になりますけども、

赤磐郡、それから和気郡で下水道汚泥を利用したコンポストを作るということでお金を出し合っ

て和気町にそういった施設を造りました。何年か事業しましたが、なかなか立ち行かず解散とな

りました。そのときは、もちろんお金を借りてそちらの施設を造りましたので、繰上償還をしと

るわけなんですが、借りたお金の償還金について国から交付税算入がある、その交付税算入が引

き続き令和１７年度まであるということでございます。 

○中西委員 実際には、この分配金というのは、どこから入ってくるんですか。 

○野崎下水道課長 今和気町さんのほうで、そういった手続をやっていただいております。 

○尾川委員 ページ６７ページ、商工費雑入で、閑谷学校駐車場等管理委託金の４３万８，００

０円について昨年より減額になっとんですけど、理由について教えてもらえたらと思うんですけ

ど。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 これにつきましては、実際にかかっ

たランニングコストの経費の２分の１ということで助成のほう頂戴できる仕組みになってござい

まして、かかった経費がちょっと節約したというような状況にはなりますけれども、対象経費と

して８７万６，８７４円の２分の１相当をいただいたという結果論にはなります。 

○尾川委員 今年度は、どんな感じなんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 今年度も当初予算では若干の金額の

増を見込んでございますが、維持管理におきまして修繕以外のものの経費について若干の余裕を

持って取らせてはいただいてございますが、６年度と同程度を見込んでございます。 

○尾川委員 この委託金というのは、どこから入ってくるんかな、県かな。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 これは雑入になってございますの

で、県ではございませんで、たしか顕彰保存会かどちらかだったかと思います。 

○尾川委員 この駐車場というたらどこを指しとんですか。 
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○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 観光バス駐車場はもちろんなんです

けれども、中に入ったところに駐車場がどういえばいいんですか、アスファルト舗装がされとる

ところがあって右側にトイレなんかがあったりします。そういったところのトイレの清掃である

とか、トイレットペーパーの補充であるとか、そういったところもかかった経費に算入させてい

ただいております。 

○中西委員 同じページなんですけど、土木費雑入の過年度工事負担金還付金というのが３９６

万７，０００円から出てるんですけど、これは何か県工事か何かあって金が返ってくる。 

○岡村建設課長 委員おっしゃられますとおり、県工事になります。その一部を市が負担を払っ

ていたものにつきまして、県の工事の中で諸事情により執行できなかった費用に対して、そのう

ち市が払った分が過年度として返った金額となっております。 

○中西委員 場所はどこだったんですか。 

○岡村建設課長 大まかには、道路改良事業とか港湾事業とかあります。そのくくりで返ってき

ているということなんですけども、ちょっと具体的な箇所につきましては確認させて後ほど報告

させていただければと思います。 

○中西委員 港湾道路を含めて県工事一式まとめてここにあるということなんですか。 

○岡村建設課長 この過年度につきましては、昨年以降の実績に伴って県の事業でできなかった

分についてのものになりますので、このくくりになっております。中身につきましては先ほど申

しました、道路新設改良とか河川改良、それから港湾建設関係でそれぞれの事業で実際に執行し

て余った金額が還付されているということになっております。先ほどちょっと御説明しましたけ

ども、発注後に工事の内容が変更になったりというもので、あと入札で落ちたものというのが主

な還付の内容になります。個別の箇所につきましては、ちょっと数があまりにもあり過ぎますの

で、一応大まかには道路、河川、港湾それぞれの執行残についてが還付されているというような

ことになります。 

○中西委員 ５ページの商工費雑入、地域観光新発見事業補助金、これは具体的にはどこから金

が出て何に使われたんでしょうか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 これにつきましては、備前市観光客

の誘致ツアーの造成業務のほうをさせていただいておりまして、場所につきましては地域観光新

発見事業事務局、そちらのほうからの入金でございます。 

○中西委員 お金を出してくる団体というのは、どういう団体なるんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 地域観光新発見事業事務局につきま

しては株式会社博報堂さんが事務局として官公庁のほうから採択を受けておられまして、官公庁

の方針に基づきまして博報堂さんが実務を切り盛りされてるというような内容になってございま

す。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、暫時休憩します。 

              午前１０時２７分 休憩 

              午前１０時４４分 再開 

○山本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 歳出に移らさせていただきます。 

 ７２ページから７７ページの２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費を審査いたしま

す。 

 質疑のある方の発言を許可いたします。 

○中西委員 ７２ページの会計年度任用職員報酬、総額では去年と大して変わらないんですけど

も、実際にはこの産業建設関係の会計年度職員については大きな差はあったんでしょうか。 

○坂本産業振興課長 産業振興課分だけとなりますが、私のほうからは日生カキまつりのシャト

ルバスの運転員の報酬としてここに５名分計上されております。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 観光・シティプロモーション課、ま

たは備前焼振興課のほうからですけれども、従前と変わりはないんですけれども、ＳＥＡ ＴＯ

 ＳＵＭＭＩＴ、それから備前の花火大会、それから備前焼まつりのＤＯＷＡからの備前中への

シャトルバス、それから閑谷学校への観光バスのピストン、そういったものはこの中に入ってご

ざいます。 

○中西委員 そのシティプロモーション関係の神田さんが言われたのは、これは人数としては何

人になるんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 備前焼まつりのほうが大型車２台、

ちょっと運転手という部分については現状把握してございませんが、それから閑谷学校観光バス

駐車場については中型車が３台で回させていただいております。それから、ＳＥＡ ＴＯ ＳＵ

ＭＭＩＴについては、１台で回させていただいております。それから、備前花火大会について

は、３コースの路線なんで３台で回させていただいてございます。 

○中西委員 運転手何人というふうにはならないものなんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 ちょっと申し訳ございません、今手

持ちに持ち合わせてございませんので、後ほど報告させていただきます。 

○中西委員 それと、去年とは人数としては変わってないということなんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 それも併せて御報告差し上げます。 

○中西委員 今報告があったのは２つのセクションだけですけども、それだけでここの会計年度

任用職員は終わるんでしょうか。終わるんなら終わるんで、そう言ってください。去年との変化

がないならないで、ないというふうに御返事をいただければそれで結構です。 

○横山日生総合支所長 日生支所なんですが、日生港まつりの臨時バスの運転員を４名利用しま
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した。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 ＳＥＡ ＴＯが１人、花火が３人、

カキまつりが５人、観光としては９名でございます。それから、６年度の備前焼のほうが６人、

合わせて１５名です。 

 それと比しまして、Ｒ５年度、ＳＥＡ ＴＯが１人、花火はゼロでございます。アフターＤＣ

キャンペーンでラ・マル・ド・ボァの運行に合わせてイベントをしておりまして、そこで２、そ

れからカキまつりは６年度一緒５で、併せて観光のほうが８でございます。備前焼のほうが９で

ございます。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 次に、７８ページから８１ページ、総務費、総務管理費、５目財産管理費を審査いたします。 

○中西委員 ８０ページの工事請負費、施設整備工事でお伺いをしますが、これはビーテラスの

建設費用になるところですか。 

○井上都市計画課長 こちらの施設整備工事費につきましては、ビーテラスの工事費になりま

す。 

○中西委員 ちょっと年度はずれたかも分かりませんけども、これは昨年度の使った工事費で不

用額あるいは事故繰越で繰越しが少し出てますけども、どうでしょう。ビーテラス地下１階、２

階は埋め戻しはせずに、そのまま水のたまったままの状態で工事は進んでいたんでしょうか。 

○井上都市計画課長 そのあたりについては、ちょっと確認させて後ほど回答させてください。 

○中西委員 現在出来上がった状態の１階の耐荷重、脆弱性についてはどのように御判断してお

られるんでしょう。といいますのは、駐車場が障害者の方用の駐車場３台分しかあそこにはない

と、私はもっと造れるんじゃないかと思ってたんですけど、それ以上は難しいと、あと止めるの

は駐車禁止、駐車禁止という札が出てますので、その耐荷重、床面積の床の脆弱性についてはこ

の工事ではどのように克服されてるんでしょうか。 

○井上都市計画課長 そちらにつきましても、後ほどちょっと回答させてください。 

○中西委員 今水たまりがたくさん駐車場にできてますけども、あの水たまりも水遊びをしたり

するために水たまりは、あれはわざわざコンクリートの上に水を張っておられるんでしょうか。 

○井上都市計画課長 委員おっしゃられているのは、今のコンクリート打ちっ放しの思いやり駐

車場３台のところの水たまりということですか。その水たまりは、そちらで遊んでいただくとい

う用途のものではない。 

○中西委員 その水たまりが、この工事の中ではできるということになってたんですか。それと

も、水たまりなんかはできない予定だったんでしょうか。 

○井上都市計画課長 そのあたりも、ちょっと中身のほう確認してからお答えさせてください。 
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○中西委員 ビーテラスのオープニングのときには私もずっと見させてもらったんですけど、ま

た改めて昨日もビーテラスもう一回少し見させていただきまして、ビーテラスは階段が２か所あ

りまして、入り口の階段ではなくて一番奥の北側にある階段、あそこの階段が大変臭いがするん

ですけども、その臭いがするというのは御存じなんでしょうか。 

○井上都市計画課長 臭いがするというのは報告を受けております。 

○中西委員 その臭いの原因は何なんでしょうか。 

○井上都市計画課長 かなり地下が湿気がたまりやすいということで、そういったことから臭い

が上がってるのではないかと報告受けております。 

○中西委員 一番北側にある１つの部屋もかすかに臭いがすると、敏感な人であれば恐らく入っ

た瞬間分かると、私も入った瞬間臭いがしましたんで、分からない人は分からないというような

程度だとは思うんですけど、そこの部屋も臭いがするのは御存じですか。 

○井上都市計画課長 臭いがするというのは、場所によって個人差もあるんですけど臭いの件は

聞いております。 

○中西委員 この工事の中では、そういった臭いの対策というのは何かされていたんでしょう

か。 

○井上都市計画課長 そちらについても、ちょっと確認して後ほど回答させてください。 

○石原委員 ８０、８１ページで繰越額のところで繰越明許で事故繰越がございますけれども、

６月定例会で御報告も当然ありましたけれども、本来でも事故繰越というのはもうよほどの事由

であったり、やむを得ない繰越しであって、ここでお尋ねしたところでなんですけれども、これ

ぐらいの理由の繰越しだったら本来は繰越明許のところで議会へ提案があってなされるものじゃ

ないかなと、ちょっとふと振り返りながら思うたんですけど。 

○井上都市計画課長 当時の担当のほうから引継ぎ受けておりますのは、年度内で完成したいと

いうことでぎりぎりまで施工者、監理者と協議をしながらぎりぎりまでやったのですが、結果と

して年度内に竣工ができなかったため事故繰越となったということです。 

○石原委員 本年度今回なんか特に６年度からの事故繰越がほかにもいろいろありますけれど

も、農業費であったり土木費であったり教育費にもありますけれども、安易に事故繰越で済まさ

れてええもんなんかなと、さっき言われたような職人さんの不足であったりということで工期が

延びるみたいなことでやむを得ない遅延を生じたためということなんでしょうけれども、本来は

しっかりと繰越明許費として計上がされて繰り越されるべきじゃないんかなとは思うんですけれ

ども、だからここでお尋ねしたところでなんですけれども、そういうのを改めてこの決算書を見

て感じたところですけれども、それから備品購入のところでも事故繰越ございますけど、これは

何の備品でしたか。 

○井上都市計画課長 こちらの備品につきましては、屋外にある複合型遊具であるとか、ぶら下

がり健康器、ベンチ、あと施設内の家具、その大きなものとしては２点でございます。 
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○中西委員 大切なところで今答弁できないと、当然セクションが新しく替わって課長が新しく

なってるんで、あとで課長の報告があったときには、また改めて質疑をさせていただきたいと思

います。 

○山本委員長 次に、１２４ページから１３５ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健

衛生総務費について審査を行います。 

 質疑のある方の発言を許可いたします。 

○守井委員 １２９ページの繰出金のところで飲料水供給事業特別会計繰出金２，９２３万円と

いうことで、前年度に比べてかなり増えて、何らかの事業やられたんじゃないんかなと思うんで

すけど、そのあたりはいかがですか。 

○杉本水道課長 飲料水特別会計のほうですけれど、これの主なものが赤字補填が２，２４５万

３，０００円と、それからデジタル田園都市国家交付金の繰入れということで、こちらがスマー

トメーターの導入を行っております。こちらが繰入金の額としまして６８０万円でございます。 

○山本委員長 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１３８ページ、１３９ページの４款衛生費、２項上水道及び簡易水道費を審査いたしま

す。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 次に、１４０ページから１４１ページの５款労働費、２項労働諸費を審査いたします。 

○中西委員 労働諸費のうち、需用費の光熱水費の発生の理由についてお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○坂本産業振興課長 令和５年度までは指定管理ということで、令和６年度から直営での勤労者

センターの管理ということになっております。そういったことで、光熱水費が発生したというこ

とでございます。 

○尾川委員 ページ１４１ページの労働費の負担金補助及び交付金で、和気地区雇用開発協会負

担金１０万８，０６４円、これについて活動内容を教えてください。 

○坂本産業振興課長 こちらにつきましては、備前市と和気町、それから赤磐市、旧東備の地域

ということでの３市町と和気の公共職業安定所と和気地区雇用開発協会というこの団体で就職説

明会もしくは企業説明会、そういったものを年２回開催しておりまして、そちらに対する負担金

ということになってございます。 

○尾川委員 各地区雇用開発協会というのはあるんですけど、備前、和気について活動概略教え

てもろうたんですけど、労働力の確保という面でニーズというのはどういうところへあって、こ

の協会そのものの活動、存在価値というのがどういうふうに担当者が見られとんですか。それ
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と、よその自治体、倉敷とか岡山とか大きいところと比較にならんかも分からんですけど、小さ

いところほど結構県北もこの活動というのを積極的にやっとる気がすんですけど、そのあたり人

の問題というのはどこまで担当しとんか、安定所の問題と言うんか、それとも開発協会のような

第三者的な組織が対応するんか、そのあたりについての考え方をちょっと教えてもらえたらと思

うんですけど。 

○坂本産業振興課長 現在年２回のそういう説明会等を行っているというところでございます

が、この参加いただく企業の数で言いますと備前市の場合、昨年度から一社も辞退していただく

といいますか、抽せん漏れとか、そういうものをしないような形で実施するようにしておりま

す。といいますのも、以前は和気にあります商工会館の会議室を使って各市町５社ずつというよ

うな取決めでやっておりました。そういう中、備前市は１０社とか１５社、そういったような企

業の数で応募があるということで、この説明会についての企業さんからの人気というのは非常に

高うございまして、こちらの機会を設けてそこでの雇用の従業員の確保というところを各企業が

行っているというものです。 

 岡山市におきましても、連携中枢都市圏ということでの事業でそういった就活フェスタという

ようなこともやってございます。確かに参加していただける人数というのはかなりの開きがあり

ますけれども、この東備地域というところでの和気の公共職業安定所が中心になって就職の希望

がある方への対応ということできめ細やかにやっていただいているということで、この事業は大

変有意義であるというふうに考えております。 

○尾川委員 今年はもう雇用済んだ、高卒は採用決定、把握してないんかもしれんですけど、昨

年、備前市の企業に就職した大卒、高卒別でどの程度の数字になっとんですか。そのあたり評価

されてないんですか。 

○坂本産業振興課長 各企業でどれだけ備前市内の方を雇用しているかというところまでの人数

の把握はできておりませんが、先日も緑陽高校での就職の状況というものをお話を伺ったり、そ

れから大手の企業にはなりますけれども、そこでの就職の状況というのは確認してございます。

人数はやはり年度によって開きはあったりばらつきはございますけれども、今はどこの企業も団

塊の世代の方の退職というものに直面しておりまして、積極的な雇用を実施しているという状況

としては把握しているというところでございます。 

○尾川委員 こういう活動の充実というのを図らんとしょうがない、この行政評価も企業誘致件

数で令和５年、６年ゼロになっておるという、この数字が正しいかどうか、間違うとんじゃねえ

かなと思うて期待はしとんですけど、ゼロなんです。人もおらんのに何ぼ企業に来てくれと言う

たって無理な話じゃと思うとんです。もっと雇用、それは各会社の力によって採用していきょう

ると思うし、外国人労働者に依頼とか、頼るとか、傾向にあるんかどうか分かりませんけど、そ

のあたりの必要な労働力が確保できるかということが一番肝腎じゃと思うんで、簡単に言うたら

よそのパンフレットに比べたら非常に劣っとると感じるんで、そのあたりからまず開発協会の負
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担金の活動というのを充実するように取り組まんとおえんのじゃねえかと思うんで、そのあたり

について御意見お伺いしたいんですけど。 

○坂本産業振興課長 委員のおっしゃられること、よく分かります。労働力の確保というのが、

企業にとってはもう死活問題でございます。そういった中での和気地区雇用開発協会という活動

につきましては、新卒というよりも中途の方の募集というのが主になってございます。そういっ

たところでの対応というのもやっていきながら、新規新卒の募集というところにもどういった形

で関われるか、また関係機関と協議をしてまいりたいと考えております。 

○尾川委員 高齢者の雇用なんかももっと積極的に取り組むべきだと思うんです。この雇用開発

協会が新卒が中心になっとんか分からんですけど、備前市の市場からしたら高齢者の雇用に頼る

面がどの程度来てくれるか分からんですけど、そういう面の取組というのも必要だと思うんで労

働政策をきちっと立てて来年度に向けてこの辺の協会の活動含めて企業誘致というんなら労働力

の確保をどうするかということでぜひ進めてもらいたいと思います。 

 それと、企業誘致で、品川のリフラか、何度も同じこと言うんですけど、瀬戸内市に１００人

規模の企業ができるという、１００人集まるんかどうかというのは私も疑問に思うんですけど、

今６０ぐらいで、そういう企業が瀬戸内市に出ていくということは非常に心外なんで、そのあた

りの何とか歯止め策をしっかり押さえてもらいたいと思うんです。その点について、この協会含

めてどういうふうに、協会と一企業と具体的な企業とは違うと思うんですけど、そのあたりにつ

いての考え方を教えてもらえたらと思うんですけど。 

○坂本産業振興課長 この和気地区の雇用開発協会につきまして、中途採用が主というところで

の活動です。その中途といっても若年層というような４０歳未満というようなところでの募集と

いうのもかけてた時代もございますが、今尾川委員もおっしゃられましたけども６０歳超えた方

でも働きたいという方たくさんおられます。そういった方も今はこの面接会、就職説明会、そう

いったところへの参加というのを年齢の制限を排除しているという活動もしております。企業誘

致に関しましては、やはり労働力というのが企業が場所を選ぶという部分でもうかなり重要なそ

この考え方になっております。それから、既存の企業が出ていくというのは当然市としての活力

が失われていくという部分もございますので、そういったことにならないようにできるだけ企業

の方とお話をしながら、市内に残っていただく、もしくは市内で新しい土地を御紹介する、そう

いったような活動ができないかなと考えております。 

○中西委員 １４１ページ、労働諸費の負担金補助及び交付金のところでの不用額なんですけど

も９万１，９３３円、あんまり大きな金額じゃないんですけど、昨年度も５年度の決算も同じよ

うな金額が残る、これはどうしてこういう金額が残るんでしょうか。 

○坂本産業振興課長 こちらの不用額についても、先ほどお話のありました和気地区雇用開発協

会への負担金の残でございます。主にこちらの開発協会の支出の使途といたしましては、説明会

を行った際の会場の使用料でありますとか、ほかにも費用負担がかかってくるようなところへの
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ということではあるんですけれども、昨年度につきましては市の施設、リフレセンターを使った

り、そういった場所を使うことで協会への負担金が減ってということでの不用額が生じていると

御理解いただけたらと思います。 

○中西委員 ４年度を見ると、ここは決算では２０万円が計上されてると、去年はそういう公共

施設を使ったので使用料があんまりかからなかったとなると今年の予算の組立て方がどうなんか

なということになってくるのかなと。もう片一方では、２０万円かかるような、そういう場所の

問題では残ってたのかなと。それはやっぱり予算取りのときのこの１年間の組立て方に問題があ

ったんではないかなという感じはするんですけど、そこはいかがですか。 

○坂本産業振興課長 委員おっしゃられることはよく分かります。といいますのが、この備前

市、赤磐市、和気町、それから和気の公共職業安定所、ここで当該年度についての事業の在り

方、進め方というものを協議しながら実施しているというところで、年度途中でのその方針の方

向転換というようなことも場合によってはございます。次年度の予算の要求については、そうい

ったあたりももう少し精査したもので要求できるように努めたいと思います。 

○青山委員 同じく１４１ページの１２節役務費なんですけど、火災保険料が令和５年度よりか

なり減ってます。僅かな費用ということになるんかもしれないですけど、この減額になった理由

というのは何かあるんですか。 

○坂本産業振興課長 令和５年度までが、リフレセンターと勤労者センターの２施設につきまし

て計上しておりました。令和６年度につきましては、リフレセンターが伊部公民館となったとい

うことで予算が違う部署に行ったため、勤労者センターのみの１施設の予算ということでござい

ます。 

○青山委員 担当が替わったという捉え方でいいんですか。 

○坂本産業振興課長 部署が生涯学習課のほうに替わっておりますので、そちらでの予算という

ことになっております。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 次に、１４０ページから１４７ページ、６款農林水産業費、１項農業費を審査いたします。 

 質疑のある方の発言を許可いたします。 

○尾川委員 １４３ページの一番上の農業費の負担金補助及び交付金の岡山女性農業委員の会負

担金１万５，０００円、これについてちょっと内容を教えてください。 

○坂本産業振興課長 農業委員会におきまして、女性の方というのが少のうございます。そうい

った中でも、岡山県の中で女性の農業委員さんの会というものを組織いたしまして、そこでの勉

強会、研修会、そういったものを実施していただいております。それに対する負担金ということ

で、これが１人当たり５，０００円ということの３人、本市におきましてはいらっしゃいますの
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で１万５，０００円ということになってございます。 

○尾川委員 ３名は替わらずということで、昨年だったか、２名は８０歳代と聞いとったりしと

んですけど、それは入れ替わりがあったんですか。 

○坂本産業振興課長 入れ替わりは、本年度につきましてはございません。 

○中西委員 １４２ページの農業総務費の給料なんですが、ここは一般職の給料が昨年度に比べ

ると大幅に減ってるんですけども、何か人の異動あるいは人が少なくなったというようなことが

あるんですか。 

○坂本産業振興課長 令和６年度におきまして、もともとの農政水産課と産業振興課が１つにな

ってございます。そういったことと、係が２つあったものが１つになっております。そこでの人

数が少なくなったというところで、こういう決算状況となってございます。 

○中西委員 ２つの課を１つにして職員の人数が減ったというのは、仕事はそれで十分行えるん

ですか。 

○坂本産業振興課長 なかなか申し上げにくいところではございますけれども、今の現員でいう

と厳しいものはございます。年度途中で１人増えたというのもございますが、年度当初では３名

の減だったということになります。 

○中西委員 ここは５年度の決算では３，８００万円からあったところで、それが２，５００万

円に減ってるんですから大幅な減なんで、やはり必要な人数についてはきちんと人数の要望をし

ていただくように私はお願いしたいと思います。 

 その下の農業振興費のところでの需用費と役務費のところで、需用費について燃料費がなくな

ってる。役務費のところでは自動車保険料がなくなってる。これは車がやっぱしここ１台なくな

ったんですか。 

○坂本産業振興課長 こちらにつきましては、全庁的に契約管財課のほうで集中管理になったと

いうことで計上がございません。 

○中西委員 担当課としては、そういう形になったとしても車の不自由はないと。 

○坂本産業振興課長 今のところ不自由なく、車のほうは利用できているという認識をしており

ます。 

○中西委員 この下の負担金補助及び交付金のところで、旭東用排水組合負担金がこれは増えて

るんですけども、何か理由があったんでしょうか。 

○坂本産業振興課長 主な理由というのは把握はできておりませんけれども、決められました負

担割合に基づきましてこちらのほう負担をしているというものでございます。考えられるといた

しましたら維持費もしくは工事費、その樋門の管理費等が膨らんだものがあったということにな

ろうかと思いますけれども、現時点ではどの部分がというのがちょっと把握はできてございませ

ん。 

○中西委員 その下の吉井川坂根堰合同堰管理組合負担金、これもちょっと増えてますよね、７
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０万円ほど。これも何かそういう理由なんでしょうか。 

○坂本産業振興課長 こちらにつきましても出水の樋門の維持管理費、そういったようなところ

の経費がかさんだものという認識でございます。 

○中西委員 吉井川の新田原遺跡管理費負担金、これはもう僅か７万円ほどですけど、増えてま

すよね。こういう組合の負担金が増えて、老朽化に伴って手当てをしなければいけないものであ

るとすれば、それはそれでしなくちゃいけないと思うんですけども、それぞれ増えるときの理由

についてはやっぱしはっきりさせておく必要があるんじゃないかなと思うんですけど、いかがで

しょう。 

○坂本産業振興課長 委員おっしゃられるとおりかと思います。恐らくいろいろな費用というの

が、物価高騰であるとか人件費の高騰というものが影響しているんだろうとは思うんですけれど

も、また詳細につきましては把握をするように努めてまいりたいと思います。 

○尾川委員 ページ１４３ページ、負担金補助及び交付金で多面的機能支払交付金事業負担金が

これも減額なっとって当初予算も７年度も減額になってきとんですけど、このあたりについて状

況説明してもらえたらと思うんですが。 

○坂本産業振興課長 こちらの多面的機能の支払交付金につきましては、現在備前市内１０地域

におきまして行っていただいております。農地の維持支払いが１０地域、それから資源向上の共

同活動ということで４地域、それから長寿命化というところで３地域の実施をしていただいてお

ります。これについて共同でというようなところとか地域ぐるみというような事業となってござ

いますので、そういったところがもう地域的に難しいというようなところが出ますと、ここの令

和５年度と６年度で比較いたしますと約２００万円下がっております。そういった影響が出てき

ているのかなと感じております。 

○尾川委員 高齢化が大きい影響ですか。 

○坂本産業振興課長 高齢化もしくは担い手不足というところが主な要因ではないかと分析して

おります。 

○尾川委員 このあたり今後について、するもんがおらにゃしょうがねえで済ませてしまうよう

な事項なんですか。 

○坂本産業振興課長 農業につきましては国、県かなり手厚くこういったきめ細かな補助制度と

いうものがございますけれども、地域によって、もしくはいろんな事情によってやめられるとい

う部分というのは致し方ないという部分が正直ございます。そういった中でも、市としましては

継続していただけるような方策というのは考えていかないといけないと考えております。あと全

般的に、米の価格というのも上がってきてまいっております。そういったものも耕作意欲につな

がるという意味でも、今はいい傾向にあるのかなというところで考えておりますので、そういっ

たところ地域の実情等また把握しながらどういった方策が打てるのか考えてまいりたいと思いま

す。 
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○中西委員 １４４ページの農地費の委託料で、ここで翌年度への事故繰越４，７００万円、

５，０００万円ぐらい、不用額がこの委託料で３２１万６，７３７円、これの説明をお願いでき

ませんでしょうか。 

○岡村建設課長 委託料の事故繰越につきましては、ため池の廃止事業になります。農業水路等

長寿命化防災減災事業としまして備前地区と、これが１，３５１万７，０００円、それから同じ

く防災減災事業吉永地区、これが３，４４８万２，０００円、それから公有財産購入費としまし

てため池廃止、これの用地の取得になります。これが３７万７，５６８円です。それから、不用

額の内訳です。これが主に測量調査設計等委託料の箇所になりまして、当初委託料で計上してお

りましたが、新庄の樋門の改修の設計業務委託、これを計上しておりましたが、直営でちょっと

もうできるということで、それを行った関係で、これが約１９０万円、それから主なものとしま

してほかが農村地域防災減災事業委託料及びその上のハザードマップ作成委託料、この件が入札

残で合わせて約１１０万円ほどが入札残で落ちておりまして、それらを含めてこの不用額となっ

ております。 

○中西委員 この事故繰越の、特に吉永、備前のため池の廃止に伴う、この事故繰越はどういう

事故になるんでしょうか。 

○岡村建設課長 事業実施は県のほうにお願いしております。実際その施工に当たりまして、隣

接に関わる所有者の方等からちょっと工事に関して急遽申入れとか、その調整に急遽発生したも

のとか、工事に伴って重機等も出入りしますので、それについての申入れがあったり、そういう

関係で繰越しのほうを行っていたのが主な内容になります。 

○中西委員 それだったら調整に伴うものという形になるんだろうと思うんですけど、事故とな

ると、これはどういう事故と考えればいいんですか。 

○岡村建設課長 当然工事進めるに当たりまして関係者等の調整を行いながら進めるということ

ではありますが、それについては実際に現場と動き出す、それからそういう問題も発生してくる

ことがございます。そういうことで急遽予測していなかったような事案等が発生したということ

で、この事故繰越をさせていただいております。 

○守井委員 委託料のところのハザードマップの作成委託１，０４２万円、例年ずっとハザード

マップをやっていただいてるんですけど、この令和６年度の実績としては何池をやられたんです

か。 

○岡村建設課長 令和６年実績で、２７池の９マップを行っております。 

○守井委員 残りは、まだ大分やらなきゃいけないような状況になっておるんでしょうか。 

○岡村建設課長 今年度が最終年として１８池の８マップを予定しておりまして、今年度それが

できますと当初計画しておりました全ての５２マップが完成する予定になっております。 

○石原委員 ２７池で作成されて９マップと言われたんですが、近場にあるような池が１つのマ

ップということでの２７で９マップということでよろしいんですか。 
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○岡村建設課長 地区でその辺の集中しているため池があれば、それが合わさってそれを１マッ

プというようなくくりで行っておりますので、池に対してマップ数が少ないというのはそういう

意味でございます。 

○石原委員 その下の農村地域防災減災事業委託料ですけれども、先ほど来ございましたため池

の廃止に係るものなんでしょうけれども、６年度の事業として行われた廃止の事業は専ら堤体の

Ｖ字か何かカットするような施工方法の廃止事業ということですか。 

○岡村建設課長 委員おっしゃられますように、池の中央部をＶカットで行って、要は池に水が

たまらないような形でため池を廃止するような工事内容になります。 

○石原委員 ９月ぐらいに新聞だったかニュースで国のほうが各地で進むため池廃止事業につい

て調査を行われて、その調査結果として調査対象の１０％余りの池が増水時には問題ありという

指摘を受けたことで、結果として岡山県内も含む池が問題ありじゃないかという指摘を受けられ

た記事があったんですけど、その中には２１年度から２４年度までに行われた工事が対象であっ

たということで、備前市内のため池廃止事業は今回のその調査では対象になったような池は特に

ないですか。 

○岡村建設課長 ないと思います。 

○青山委員 農業振興費の１９節の負担金補助及び交付金のところの最後のところに農業次世代

人材投資資金ということで４０万円上がっとんですけど、令和５年度が６７万円、減額になって

るんですけど、この実績というのはどうですか。 

○坂本産業振興課長 こちらにつきましては、４人の対象になる方がいらっしゃいます。一昨年

は６７５万円ということで、人数が４人だったのが６人いたということになろうかと思います。

これについては実績に応じてお出ししているというところで、このような人数掛ける幾らという

ところ、それから上限額があったりしますので、このような状況というところでの認識をしてお

ります。 

○青山委員 どういう地域で。 

○坂本産業振興課長 ４名の方の地域別で言いますと、吉永が１人、鶴海が２人、日生が１人と

いう内訳でございます。 

○青山委員 その下の新規就農者育成総合対策補助金５２５万円、これは内容と、それから６年

度の実績について教えてもらえますか。 

○坂本産業振興課長 こちらにつきましては認定の新規就農者が１人対象がございまして、内訳

といたしましては初期投資の促進事業というもので３７５万円、それから経営開始資金というも

ので１５０万円、それを合算いたしまして５２５万円ということになってございます。 

○青山委員 これは１人にかかった経費ということで、何人ぐらいの見積りか。 

○坂本産業振興課長 これは１人に対して補助されるものでございます。新規に農業者になった

方ということでの補助ということになってございます。 
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○青山委員 だんだんと高齢化で後継者がいなかったり、あるいは耕作放棄地なんかも増えてき

ていると思うんですけど、こういったような地域にそういう人材をという、そういう何か啓蒙活

動とか、そういったことというのは特にないんですか。 

○坂本産業振興課長 特に地域を指定してというようなことはやってございません。全市的に農

業をやりたいという方を求めているという部分がございます。今回の方につきましては、鶴海の

ほうでブドウ農家をされるということでございます。 

○青山委員 ぜひ全市的にどういったようなところが耕作放棄地になって荒廃しているとか、あ

るいは高齢者で後継者がいないということで働きかけやっていただけたらと思うんですけど、い

かがでしょうか。 

○坂本産業振興課長 私もそのように考えております。 

○尾川委員 １４５ページの上の農作物獣害防止施設設置補助金に１４１万６，０００円、これ

について何件でどこか教えてもらえたらと思うんですけど。 

○坂本産業振興課長 件数につきましては７件でございます。場所についてはちょっと細かく拾

えてはないんですけれども、設置の距離といたしましては４，２９２メートル設置をしていただ

いてございます。 

○尾川委員 昨年に比べたら件数は相当増加しとる割には金額がそんな増えてないのはどういう

ことなんですか。 

○坂本産業振興課長 柵にもいろんな種類がございまして、スクリューメッシュ、ワイヤーメッ

シュと呼ばれる金属製のもの、それからあと網、いろんな形で実施されるケースがございますの

で、金額がそれによって多少の上下あるのかなというふうには感じております。この柵の設置の

事業につきましては、令和７年度から要件を緩和しておりまして、今年度はもう少し実績が伸び

るんではないかというふうに予測しております。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 １４６ページから１４９ページの６款農林水産業費、２項林業費を審査いたします。 

 質疑のある方の発言を許可いたします。 

○尾川委員 鳥獣被害対策の隊員報酬６万４，０００円がページ１４９ページの報酬のところに

あるんですけど、現状、何人で、それからこの予算決算審査委員会資料のページの３１ページに

捕獲頭数資料があるんですけど、６年度の実績値と現状と課題について教えてもらえたらと思う

んですけど。 

○坂本産業振興課長 まず、こちらの実施隊の隊員の人数でございますが、こちらは２２名とな

ってございます。内訳といたしまして、備前地区で９名、日生地区で３名、吉永地区で９名とい

うことでございます。 
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 それから、こちらの６万４，０００円については、捕獲できなかったけれども活動に実働して

いただいたという日になりまして、それが３２日ございました。それについての６万４，０００

円、１日当たりが２，０００円の３２日で６万４，０００円となってございます。 

 それから、今回の捕獲頭数資料というところでの考え方ということなんですけれども、令和６

年度の頭数を見ていただきますと３，１６２頭ということで、令和５年度と比較して微増という

ところです。これだけ捕っても減らないというのが認識として私も持っておりまして、猟友会の

方、駆除班の方、すごく一生懸命活動していただいているという認識をしております。今後も担

い手の育成、そういったところにも力を入れていきたいと考えております。 

○尾川委員 育成もですけど、現実的にその可能性というのはあるんです。 

○坂本産業振興課長 確かに猟銃等の所持者といいますか。そちらのほうの方が減っているのか

なというような、これは肌感覚でございますけれども認識はしております。確かに高齢化もして

きております。とはいいましても、若い方が全くいないのかと言いますとそうでもなくて、地域

的な偏りが若干ございますが農業者自身がこの猟友会に入って自分たちで農作物被害を防ぐんだ

というような方もいらっしゃいます。そういった観点から、そういった農業者ないしもしくはそ

れに近しい人というところでの猟友会への勧誘、もしくは入っていただくような仕組みというも

のを考えていかなければと考えております。 

○尾川委員 猟銃買うとか、奨励策というたらどうお考えなんですか。 

○坂本産業振興課長 わな等のおり、わな、そういった物については支給というものができてお

ります。あと一昨年導入いたしましたわなセンサー、こういったものも支給をさせていただくよ

うにしております。もしくは資格というものが必要になってまいります。この資格を更新すると

か、そういう手続に対する手数料というものも助成しておりますので、そういったところへの対

応というものも今後も継続してまいりたいと考えております。あとそれから、１頭当たりの捕っ

ていただいた、駆除していただいたときの金額というのも、近隣の他市と比べましても遜色ない

金額かなというふうに考えております。皆さんガソリン等いろんなものの価格が上がる中、頑張

っていただいておりますので、そのあたりの金額につきましてはまた今後いろんな意見等をお聞

きしながら検討してまいりたいと考えております。 

○松本委員 猟友会について、ここ５年でも１０年でもいいですから、入った人、それから辞め

た人、例えば規則違反だとか、いろいろなペナルティー含めて辞めた人も含めて、私いろいろ聞

いてるんです。そこら辺の数字というのは分かるんですか。 

○坂本産業振興課長 現時点では、全ては把握し切れておりません。今手持ちに資料がないとい

う意味でございます。猟友会さんの名簿というものは持っておりますので、今の５年、１０年と

いうところでの比較というのができていないという意味でございます。 

 今日にすぐというのはちょっと難しいので、次回の総務産業委員会等でお出しできればと思い

ます。 
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○山本委員長 暫時休憩します。 

              午前１１時５９分 休憩 

              午後 １時０１分 再開 

○山本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 林業費の審査を行います。 

○中西委員 １４８ページ、委託料でナラ枯れの被害拡大防止総合対策事業委託料、昨年度と比

べると大幅な減額になってるんですけど、ナラ枯れの被害のほうは実情はどんなもんなんでしょ

うか。 

○坂本産業振興課長 ナラ枯れにつきましては、現在年度当初にこの木を伐採するという目星を

つけておきまして、実施の際に実際には枯れていなかったというようなケースもあったようで

す。そういったことから、実績に合わせてということになっておりまして、前年度と比較すると

かなり金額が減少しているのはそういった状況からによるものです。今回伐採した本数としまし

ては、１３本ということでございます。 

○中西委員 あまり被害は広がってないということですか。 

○坂本産業振興課長 令和５年の際には、吉永の八塔寺の地区を主にやってまいりました。そこ

についての被害というのは、やった地域については収まったようにも思いますし、この吉永の北

のほうは山が多くございますので、全体的に見るとまだ残っている箇所はあるかもしれません。

あと三石の地域でもやってございます。そういった場所というのは市と県と一緒に見回りなが

ら、ここを伐採するというような計画を持って進めている事業でございます。 

○森本委員 その上の保全松林健全化整備事業委託料なんですけれども、令和５年度が浦伊部を

されたように報告を書いてます。令和６年度が事業実績の報告書見ますと浦伊部２００本、三国

１，２００本となってるんですけど、浦伊部はある程度もう植栽のほうが終えられたと理解しと

っていいんですか。 

○坂本産業振興課長 基本的には、浦伊部のほうはこの令和６年度に実施しました箇所というの

を含めまして令和７年度も実施する予定でございます。令和６年度におきまして三国をやったと

いうのは、いろんな地域でやっていけたほうがいいんではないかということから進めておりま

す。この三国地域におきましては、令和７年度におきましても実施予定です。今後も適地がござ

いましたら、そういったところへ広げてまいりたいと考えております。 

○青山委員 同じ１３節委託料なんですが、昨年鳥獣対策ＤＸ実装業務の委託料が５，４５４万

９，０００円ほどついてたと思うんですけど、令和６年度では計上されていないんですが、これ

は何か理由がありますか。 

○坂本産業振興課長 この事業につきましては単年度ということで、令和５年度は実施しており

ますが６年度はもう実施していないというものでございます。 

○青山委員 単年度ということで、昨年の私の記録を見ると今後も継続するとなってたんでされ
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るんかなと思ったんですけど。 

○坂本産業振興課長 大規模な初期投資という意味での単年度事業と御理解いただきまして、そ

の導入しましたものについては継続して使っていくというものでございます。 

○青山委員 効果、実績はどのように捉えられていますか。 

○坂本産業振興課長 このクラウドのシステムを導入したことによりまして、事務の軽減という

のは図られております。それから、導入を一緒にしております猟友会の方でスマートフォンなり

タブレット端末等で写真を撮っていただいたりというようなことをしていくものになるんですけ

れども、そういった面でのいろんなデータの収集、それからほかにもわなセンサーというものも

導入しております。わなセンサーについては、何回も現場へ足を運ぶ必要がないということで好

評を得ているというふうに伺っておりますので、そういったものの備品的なものはまた導入を必

要数考えていきたいと考えております。 

○青山委員 効果はあったと捉えて、今後もよろしくお願いします。 

○中西委員 １４８ページの工事請負費で、これ不用額の調べで見ると事業見直しのためという

ことで不用額になってるんですけども、その後これはどのようになってるんでしょうか。 

○岡村建設課長 この箇所につきましては、林道八塔寺線になります。全体の拡幅改良という内

容なんですけども、これにつきましては場所によってはすごい事業費がかかるというような中

で、例えば部分的な箇所の拡幅、待避所等含めてちょっと再検討を行うということで不用額とな

っております。今後ですけども、先ほど言いましたように待避所等でそういうところが可能であ

れば、そういうのも含めて再度未整備箇所の見直しを今後進めていく予定としているところでご

ざいます。 

○中西委員 予定としては今年度そういう計画を見直しをするということになるんでしょうか。 

○岡村建設課長 その未整備区間につきましては、計画の大幅な見直しということで進めてまい

る予定でございます。 

○中西委員 地元が恐らく要望出してこられたところがあると思うんですけども、地元の方の御

了解というのは得ておられるんでしょうか。 

○岡村建設課長 具体的な地元との調整というのは、ある程度市の方針というのも見せながら、

関係者の方含めて協議をしてまいりたいと考えております。 

○内田委員 １４９ページの１９節負担金補助及び交付金、有害鳥獣駆除奨励金の関係で参考資

料３１ページに捕獲数なんかが掲載されておりますけど、先ほどのハンターの方が備前９人、日

生が３人、吉永９人と述べられておりましたけど、地区別での捕獲数が分かれば教えてくださ

い。 

○坂本産業振興課長 先ほど申しました人数については、実施隊の隊員となっておられる方を報

告させていただきました。あと猟友会のメンバーというのは、また別の人数になりまして、備前

分会が５０人、日生分会が１０人、吉永分会が２２人という内訳でございます。 
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地区別の頭数でございますが、備前地区で２，０３０頭、日生地区で３０１頭、吉永地区で

８３１頭でございます。 

○石原委員 同じところで鳥獣駆除奨励金ですけれども、３１ページの資料で奨励金ですけれど

も、これ駆除期間と狩猟期間に分けて狩猟期間の５５５万５，０００円が補助金ということにな

るんですか。 

○坂本産業振興課長 狩猟期間の５５５万５，０００円というのと、その上の段の駆除期間のと

ころの２，７３２万３，０００円、この両方が奨励金というもので合計が３，２８７万８，００

０円というものです。市の負担分というものと国、県の負担というのが中にはございまして、こ

の１万６，０００円につきましては、国が１頭当たり７，０００円、これは成獣になります。そ

れから、県が４，０００円、市が５，０００円という内訳でございます。それから、幼獣につき

ましては、国が１，０００円、県が４，０００円、市が５，０００円ということの内訳になって

ございます。この１０月の県境の強化月間というのがございまして、これは１０月のみになりま

すけれども県からこれは上乗せということで４，０００円、こういったような内訳でトータルの

金額が出ております。 

○石原委員 監査の意見書の中で８ページ予算の執行が適正でないものということで指摘を受け

られておりますけれども、こちらの事業、５５５万５，０００円について指摘をされており、読

めば要綱で補助対象とされていない鳥獣に対して補助金が交付されていたということが指摘をさ

れておりまして、適切ではないということなんですけれども、ここの表で一番下の小動物７５

頭、７万５，０００円の交付の中に規定で対象とされてない鳥獣が含まれておったということで

よろしいですか。 

○坂本産業振興課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○石原委員 どういった動物になるんですか。 

○坂本産業振興課長 キツネでありますとか、鳥類で一部入っていないものがございまして、こ

れにつきましては要綱のほう改正をさせていただいて年度当初に遡って対応させていただいてお

ります。令和６年度につきまして交付したものについては、交付した猟友会の方にお金のほうを

お戻しいただくようなお願いをしているところでございます。 

○石原委員 既に要綱の見直しをされて対象も広げて整備がされとるということでよろしいです

か。 

○坂本産業振興課長 そのとおりでございます。 

○守井委員 先ほど八塔寺農道関係の話が出てたんですけど、もう廃止をするということは地元

との協議、もう少し慎重にやらなきゃいけないんじゃないかなと、御存じかと思いますけれども

一部非常に狭くバスの対向ができないようなことになって非常に危ない状況でバスが上に上がれ

ないと思うんですが、その点はいかがですか。 

○岡村建設課長 委員おっしゃられますように、この執行についても関係地区の方との丁寧な説
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明というのも必要であったとは思っております。大型車が離合できないような箇所というのもあ

ります。特に未整備区間、ちょっとうねっているようなところもございます。直線であればある

程度待つなりというのは可能だと思うんですけども、そういう箇所でもないところもありますの

で、そういう場所の改良については必要だとは思っており、今の御指摘も踏まえて慎重に進めて

まいりたいと考えております。 

○守井委員 今未整備区間についての用地の取得しているということで、起点と終点、整備区間

を決めてその区間を整備するという形になるんだろうと思うんで、それができないということに

なるんであれば、それに代わる対応の仕方も考えなければならない、一つの整備を終えるために

はきちんとしたものをやっていかないといけないんじゃないかと思いますので、併せてその辺も

考えていただきたいと思います。地元との協議をやるということなんで、ぜひそのようにお願い

したいと思います。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 １４８ページから１５１ページの３項水産業費について審査いたします。 

○松本委員 １５１ページですけど、１９の負担金補助で漁業振興特別対策事業補助金というの

が５年度見るとないんですけど、これどういうことに使われる。 

○坂本産業振興課長 こちらにつきましては毎年度あるというものではございませんけれども、

漁協自体が実施主体となりまして漁具の保全施設の設置をするというような事業に対して補助を

するというようなものでございます。具体的にどういったものかといいますと、カキいかだを使

えなくなったものを粉砕するウッドチッパーというものを購入したものについて補助をしたとい

うものでございます。 

○松本委員 漁具と言いましたけど、カキいかだだけですか。 

○坂本産業振興課長 基本的には、今回の購入されたものについてはカキいかだの粉砕と考えて

おります。 

○山本委員長 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移らさせていただきます。 

 次に、１５０ページから１５９ページ、７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、ちょっと

所管別分類表から漏れておりますが３目観光費を審査いたします。 

○中西委員 所管別分類表の中で、ここの商工費の中で文化スポーツ振興課がどこか担当してい

る金額があると思うんですけど、それはどこなんでしょうか。 

○杉山文化スポーツ振興課長 文化スポーツ振興課につきましては、１５５ページの委託料、測

量調査設計等委託料、金額といたしましては全体の金額が２，５８８万３，０００円となってい
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る部分の一部になります。文化スポーツ振興課の部分につきましては、金額といたしまして５２

５万８，０００円、これは繰越明許予算となります。令和５年度にホテル誘致の話がありまし

た。条件として、温泉が出るということがありましたので、新規温泉源を対象とした掘削計画に

伴う事前調査として水源調査を行ったものです。調査結果といたしましては、温泉開発は非常に

厳しい状況であり、その結果が原因ではありませんが最終的にホテル誘致の話は実施に至ってお

りません。 

○中西委員 なぜ文化振興課が温泉の事前調査をされたんでしょうか。 

○杉山文化スポーツ振興課長 こちらの対象となった場所になりますが、備前市総合運動公園の

テニスコートの北コートが候補地として上がったことから、文化スポーツ振興課が最終的な所管

となっております。 

 ただ、このホテル誘致の話につきましては、文化スポーツ振興課だけでなく秘書課であった

り、産業振興課であったり、広く部署を越えて計画、そういったことを進めてまいりましたの

で、この予算の執行につきましては最終的にあの場所ということから文化スポーツ振興課になっ

ております。 

○中西委員 総務産業委員会では、この話は当然出てたんですか。 

○杉山文化スポーツ振興課長 申し訳ありません。はっきりと記憶はしておりませんが、こちら

の話が持ち上がりましたのが令和５年度で、いつ頃話が持ち上がってどう進めてきたかについて

は改めて報告させていただきます。 

○中西委員 その繰越しになったのは、令和５年度の予算が６年度に繰越しになった。これ繰越

しになった予算だと、６年度に消化したということなんですか。 

○杉山文化スポーツ振興課長 そのとおりでございます。 

○石原委員 その繰越しになった予算ですけど、御提案はいつの予算でしたか。 

○杉山文化スポーツ振興課長 こちらの予算ですが、商工費の観光費を繰越しをしております。

当時、観光振興課も含めホテル誘致ということもありましたので、備前市のＰＲといったことか

ら観光振興課も入りながら協議を進めていたところです。予算的に観光費のほうに予算がありま

したので、それを繰越しした形になります。 

○石原委員 経緯振り返っていただけるということでしたんで、この５２５万８，０００円です

か、こちらについても委員会、議会への提案時の御説明であったりというところも含めて改めて

お示しをいただければと思います。それからあわせて、その測量調査設計等委託料で、残りのも

のについて内訳をお聞かせいただければと思います。 

○大森生涯学習部参与 １９万８，０００円が観光旅客船建造事業の操舵室設計業務委託となっ

ております。あとデザイン業務委託料。 

○石原委員 測量調査の委託料の内訳だけ先に、残りの２，０００万円ほど。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 決算書１５４ページ、１５５ページ
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の測量調査設計等委託料２，５８８万３，０００円の内訳ということでよろしいですよね。取り

あえず備前焼振興課のほうから申し上げますと、そのうち１，６９０万７，０００円、これが備

前焼伝統産業会館改修に係る基本設計業務でございます。それから、もう一つが３５２万円、こ

れも備前焼振興課のほうでして、備前病院の南側手にございますが、作陶土の調査業務委託とい

うことの内容になります。 

○石原委員 伝産会館のたしかこれ基本設計。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 委員おっしゃるとおりです。 

○石原委員 いつぞやの補正予算出てきたの覚えとるんですけど、陶土の調査のほうの予算はど

ういった計上。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 現計予算の中で対応させていただい

てございます。 

○石原委員 行事企画運営委託料の内訳についてお聞かせください。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 観光・シティプロモーション課のほ

うから観光推進事業といたしまして１０６万５，６２０円、これをシクロポリタンであるとか、

トゥクトゥクを走らせたり、そういう二次交通の運行、それから備前市の観光ＰＲ動画なんかを

策定、さらにもう一点歳入のほうでもございましたけれども、地域観光新発見事業補助金といた

しまして６００万円で観光ツアーコース、それの造成事業のほうをさせていただいております。 

○石原委員 観光について新発見６００万円ですか、６年度企画なり運営なりがされて、どうい

った成果というところをお聞かせいただければ。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 地域観光新発見事業のほうの申請を

しまして、採択いただいたということで、例えば備前に来ていただく際の日帰りプラン、あるい

は１泊２日プラン、さらには１泊２日プランにつきましては２つのパターンです、ツアーコー

ス、そういったものを造成していただいて御報告のほう頂戴しております。 

○石原委員 その下のデザイン業務委託料の内容についてお聞かせください。 

○大森生涯学習部参与 こちらにおきましては観光船デザイン業務委託料、こちらの全体の３，

７７３万円のうち、基礎部分の発注ができましたので出来高払いとして２，３７６万円のほうを

お支払いしております。もう一件は、北前船イベント仕様デザイン委託料ということで１９万

８，０００円支出しております。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 観光のほうから、ノベルティー用の

巾着にプリントするデザインの作成業務のほうを３万３，０００円執行させていただいておりま

す。 

○石原委員 その少し下の工事設計監理委託料についてお聞かせください。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 備前焼振興課のほうからになります

けれども、備前焼伝統産業会館の改修の先ほど基本でしたけれども、今回はその実施設計という
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ことで５，９７８万８，３００円、それからもう一つ伊部東休憩所の確認申請に係る委託として

１８万８，０００円のほうを執行させていただいております。 

○新庄吉永総合支所長 工事設計監理委託料ですが、吉永総合支所では南方大池緑地公園の整備

工事の設計委託として５５万円執行させていただいております。 

○尾川委員 ちょっと明細もらえんのんかな。 

○桑原産業観光部長 準備させていただきます。 

○中西委員 同じ委託料で、弁護士等業務委託料というのがあるんですけど、これはここでどう

して弁護士さんの委託料が出てくるんでしょうか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 これにつきましては備前市伝統産業

会館の明渡し請求の前段、示談に係る部分の弁護士に対する着手金というのがどうしても発生し

てきています。提訴はしてございませんが、それの前段での費用ということで１１０万円計上さ

せていただいております。 

○中西委員 これも補正で上がってきてるんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 緊急性がございまして、現計の中で

対応させていただいております。 

○中西委員 これは委員会には話がされてるんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 提訴議案をさせていただいたのがた

しか令和５年２月でしたか、そちらのところには議案として上がっておりますので、その段階で

は何かしらの御報告というのは当時の担当のほうがさせていただいてるんではなかろうかなと思

いますが、現計予算のほうでの対応というところまではお話し申し上げてるかどうかはちょっと

不明でございます。 

○中西委員 文化スポーツ振興課のほうで温泉の掘削をしたと、ホテルの誘致に向けた準備を進

めていたということなんですけども、その温泉の掘削の準備ぐらいで、あとほかにはホテル誘致

の件ではお金を使ってるところはないんですか。 

○杉山文化スポーツ振興課長 ほかでの予算の執行はありません。 

○中西委員 どこで補正予算が出てきたか、今さっきの現計予算で対応してた、委員会のほうに

も説明があったんではないかというようなお話でしたけども、私自身は委員会の委員ではないん

ですけども、そういったような予算の執行の仕方はここの委託料、ほかにもまだそういうのがあ

るんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 先ほど申し上げたまでの例示で申し

上げますと、先ほどのデザイン業務委託料の３万３，０００円、ノベルティー用巾着にプリント

するデザインの作成なんかはそういう対応をさせていただいて、予算の執行権限の中で対応させ

ていただいております。 

○大森生涯学習部参与 撮影委託料ということで１９万８，０００円計上させていただいており
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ますが、こちらについては船の建造についてはあまり頻度がないということでタイムラプスの委

託のほう常石にお願いして作成をいたしております。 

○杉山文化スポーツ振興課長 先ほどのホテル誘致の件について少し説明をさせていただきま

す。 

 令和６年２月にホテル誘致の話が持ち上がりました。先ほども申し上げましたが、備前市をＰ

Ｒしていくということで観光振興課、それから企業誘致という意味もあり産業振興課、文化スポ

ーツ振興課につきましては場所がテニスセンターが該当となり、こちらについては県の施設であ

り県との調整等が必要であったことから文化スポーツ振興課も加わり複数の部署で進めてまいり

ました。それぞれ分担して行っていたところですが、掘削の調査につきましては産業振興課のほ

うで契約等を進めていただき、最終的に結果として文化スポーツ振興課、場所ということもあり

ますが、テニスセンター、多くの方が来られる久々井の土地については以前から合宿所みたいな

宿泊施設も必要であろうといった、そういった話もありましたのでこちらで補完しているところ

です。 

○内田委員 １５３ページの負担金補助及び交付金の中で、商工振興保証・融資利子補給補助金

１６６万７，０００円出ておりますが、これ件数は分かりますか。 

○坂本産業振興課長 令和６年１２月末現在の融資件数で申しますと、５４件となってございま

す。 

○内田委員 その内訳で会議所分あるいは商工会分、もし分かれば教えてください。 

○坂本産業振興課長 商工会議所のエリアが３５件、商工会が１９件の５４件でございます。 

○内田委員 その下、創業奨励金８０万円あると思います。これは対象件数は何件でしょうか。 

○坂本産業振興課長 １件が１０万円ということで、８件ということになります。 

○内田委員 会議所、商工会議所、もしエリアで分かれば教えてください。 

○坂本産業振興課長 商工会議所の管内が２件、商工会の管内が６件でございます。 

○内田委員 その下から２行目の商業振興対策事業補助金１００万円、これはどちらのほうの団

体に出しとんですか。 

○坂本産業振興課長 これについては１件、商店のリフォームの補助をさせていただいていると

いうものでございます。 

○内田委員 その下の空き店舗対策の補助金で、これは対象件数は何件でしょうか。 

○坂本産業振興課長 こちらについては１件でございます。 

○藪内委員 １５７ページ、１９節負担金補助及び交付金、瀬戸内市との連携事業負担金６，３

４９万６，００１円、資料の下から３番目、サンプリング１，３６２万４，４００円、これちょ

っともう少し詳しく。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 御質問のサンプリング事業につきま

してですが、これ大きく分けますと２つございます。１つ目がモナコにございますミシュラン星
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つきのレストランで有名なシェフの方、シェフドシェフといわれる世界で何十人しかいらっしゃ

らない方を招聘して海外市場における需要調査等を踏まえた備前焼のレストランサンプリング調

査を実施しております。 

 それから、もう一点が岡山プレミアムダイニングということで新聞紙面でも皆様も御存じかと

思いますけれども、山陽新聞社さんが主催で岡山の食、文化等々広く周知するに際して備前焼の

器を中心にレストランサンプリングのほうさせていただいてる内容になります。 

○藪内委員 １，３６２万円も２つの事業分けていただけますか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 モナコのほうが９７８万円、それか

ら山陽新聞のほうが３０９万５，４００円ということで、それが主たる部分になろうかと思いま

す。 

○藪内委員 全体見て割と金額すごいんですが、この費用対効果までは言いませんけど、効果は

どんなでしょうか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 なかなか即効性があるようなものと

いうような判断がしづらい部分ではございます。 

 ただ、モナコ公国のガルシアさんと言われる宮廷の料理人の方を主体としたシェフドシェフの

メンバーでございますので、かなり世界でも知名度の高い方が中心となって招聘するような会で

備前焼のほうを御披露させていただいてるというものもございます。それで、そういったところ

からの口添えで日本に備前焼あるよというところで、例えばデザート皿にこんなもんがいいと

か、そういったところもこれからかなというようなことは感じてはございますが、若干今年度伝

産会館の１階で私らも詰めてアテンド等々させていただく中で、そういった国、モナコとは言い

ませんけれども、今まで拝見したことがない国なんかも結構ちらほらインバウンド、それだけの

影響かどうか分かりませんけれども、なかなか推しはかれるエビデンスも今後精査していって、

何かしらそういうふうなエビデンスが図れるような仕組みづくりも検討する余地はあるんです

が、そういったのがぽろぽろと今後成果として出てくるんではなかろうかなと考えております。 

○藪内委員 必要な無駄といいますか、そういうのはやっぱり必要で、いろんな場面でそういう

のは大切だとは思うんですが、そういうのはある程度そのように考えられるのであれば、費用対

効果を言われて消えていった事業とかもありますんで、その場面、場面でいろんな考えがありま

すんで、ちょっとこれ全体に私は経費がすごいなと思ってますけど、以上でございます。 

○尾川委員 関連で先ほどの瀬戸内市と備前市の歳入のほうでも質問させてもろうたんですけ

ど、今後の方向というのはどういうふうに。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 本事業につきましては、先ほど委員

のほうからもお話がありましたけれども、本市と瀬戸内市２市で共同で実施する伝統工芸美術品

の海外展開事業でございます。その目途といたしましては、実行委員会形式で執り行ってござい

ますけれども、備前焼あるいは虫明焼、さらには須恵器なり刀です、そういったものの地域、地
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域の伝統工芸品を海外で紹介して販路拡大へ最終的にはつなげていきながら日本の地域文化の発

信を行っていくというところが目的でございます。歳入のところでも若干申し上げましたけれど

も、２年間内輪はどちらかというとプロモーションというよりもブランディングというところ

で、そういったところを中心に展開してございましたけれども、今年度は売るというところで販

路開拓のほうを中心に実際事業のほうも計画をし取り組んできているところでございます。です

ので、なかなか即効性という部分では、単年度、単年度では即座に推しはかれるような定量評価

的なものが出るかどうかというのはちょっと分かりませんけれども、来年度以降持続可能的な販

路開拓に結びつけれるような取組、それも最終的にはどこがするのかというところも含めて瀬戸

内市さんとも協議をしながら今進めているところでございます。 

○尾川委員 商社つくるような話があったんで、そのほうも絡みがあるんじゃないかなと思うん

だけど、進捗というか、どういう状況になっとんか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 以前委員会のほうでもちょっとお話

し申し上げたかも分かりませんけれども、なかなか地域商社となると運営コスト的に人件費がか

さむとか、なかなかオールジャパン全国を見渡しても成功事例も少ないという話の中で、現に母

体があるような団体があるんであれば、そういったところと上手にタイアップしながら進めてい

くことができればということで瀬戸内市さんとも話は申し上げてます。仮に備前市の場合ですと

バックグラウンドとして陶友会さんというところが一番大きい母体としてございますけれども、

瀬戸内市さんの場合は刀剣美術館なんかの一部指定管理を受託されてる東山堂さんというのがご

ざいます。そういったところも視野に今瀬戸内さんとも協議しながら、果たして本当に瀬戸内市

と備前市で１つの地域商社をつくるのが一番ベストなのかという部分と、それからあるいは現に

そういう団体さんがいらっしゃるので、そういったところを上手に巻き込みながら進めていく方

向がいいのか、あるいは今デジタル社会でこれ旧デジ田の交付金でございますので、デジタルを

使ったその越境ＥＣプラットフォームなんかのプラットフォームを構築して、その中で上手にデ

ジタル社会の中で回していくというのも多分一つのツールとしての落としどころになるのかなと

いったところも併せて今協議を進めさせていただいてるところでございます。 

○尾川委員 瀬戸内市の市長も替わったし、いろいろ考え方が難しいと思うんだけど、やっぱり

これだけ金かけてやるということは、やめるんならやめてもえんじゃけど、そういうわけにいか

んと思うんで、きちっとした形の計画を立ててまた示してほしいんですけど、その辺について何

かあったら。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 政治的な方針も当然のことながら選

挙とともに変わってくる部分もございます。 

 ただ、やっぱり備前市といたしましても地域の伝統的工芸品であり地場産業である備前焼とい

う部分をこれから全然おろそかにするとは一切思ってなくて、これよりも増してインバウンドと

か海外への展開に向けて、先ほどの繰り返しにはなりますけれども日本国内での１億二、三千万



- 35 - 

人が今後７，０００万、８，０００万に人口が下がっていく中で海外の需要というのはまだ多大

に結構ありますんで、ぜひそういった部分でも備前焼のブランディングを今までやってきました

けれども、そういったのもおろそかになることなく今後はプロモーションとしての展示販売に直

結できるような方策が取れて、さらには持続可能なそういう仕組みづくりが備前市民のために地

域活性化に寄与できればと考えております。 

○中西委員 １５７ページの負担金補助及び交付金のところなんですけども、備前焼まつりの実

行委員会の決算はもう議会のほうへ出てましたっけ。 

○桑原産業観光部長 ちょっと記憶が定かではございませんが、昨年度備前焼まつりが終わった

段階で何らか出して御意見を頂戴したような記憶があるんですが、そのときどういったものを出

したのか、口頭だけだったのかというのは私もちょっと定かではございませんので、確認をさせ

ていただこうと思います。 

○中西委員 負担金補助及び交付金のところで備前焼振興事業補助金が２０６万１，０００円支

出されてるんですけども、これはどのような形で出されたんでしたっけ。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 負担金補助及び交付金の２０６万

１，０００円の部分につきましては、備前焼の発展とか振興のために国内外で実施する備前焼の

魅力発信とか、それから後継者の育成等に係る事業に対して補助金交付要綱に基づき補助を実施

してございます。基本対象となる経費につきましては、販売に係る経費などということで上限が

５０万円の補助率が２分の１、補助率が２分の１の上限が５０万円の補助制度でございます。 

○中西委員 これは何件ぐらい出されたんでしょう。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 ６年度決算で１２団体でございま

す。 

○中西委員 なかなか効果ははかりにくいとは思うんですけども、こんなんでよかったよという

のがもしあったら教えていただけんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 団体さんに至っては、各作家さんと

か窯元さんがグルーピングを組まれてそういった事業のほう展開なされてるというお声を聞きま

す。それで、首都圏等々でそういったイベントで販売ができたというところで、少しでもそうい

った販売に係る経費を売値のほうが上回るようなことができればいいなというところで展開して

ございますが、アフターコロナ以降若干誘客のほうが戻りつつあるというのが都会部でございま

すので、そういったところでありがとう、よかったわという声は聞きますけど、なかなかこれに

つきましても定量的な評価という部分については今後の継続しながら推しはかるべきものかなと

考えておりますので、引き続き受給者のお声を聞きながら進めさせていただくことができればな

と考えております。 

○中西委員 その下の備前焼の器活用補助金、これは結局どのくらいの量が器の活用につながっ

たと言えるんかな。 
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○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 備前焼器活用補助金につきまして

は、おおむね約５００個の備前焼の器、お皿あるいはコップ、厳密に言うと５１５個ということ

で報告上は承っております。５１５個のうち１６店舗に分散してございまして、これにつきまし

ても補助対象経費に係る額から１０万円を差っ引いたものにさらに５分の４を掛けたのが補助率

となってございます。補助金の上限が２０万円という中で運用していっていただいておりますん

で、ただ、今補助対象のエリアがこれにつきましては日本の８大都市圏というところが要綱上決

まってございまして、札幌、仙台、政令市です、そういったところ、だからそういったところじ

ゃないところへやってくれたらいいのにとかというお話もいただくんですが、なかなかそこの部

分について間口を広げちゃうとやっぱり財源的な話も出てきちゃいますので、その辺については

ちょっと慎重な方向で検討していきたいなとは考えております。 

○中西委員 なかなか購買力の強いところじゃないと、しかしそういうものがまだまだ今の日本

の中では売れませんよね。 

 その下の備前焼の改築等補助金ですけども、これは何件ぐらいだったんでしょう。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 備前焼窯改築等補助金につきまして

は、昨年度は３件でございます。 

○石原委員 委託料のところで１５５ページの僕も皆さんも次々資料のお願い出たりして、ちょ

っと整理していただいて何々今執行部にお願いを投げかけとったかなと思うて。最初に文化スポ

ーツの温泉の係る調査のところでお願いをさせていただいて、その後、委託料についてそれぞれ

の明細について資料をというお話だったんですけど、ちょっと委員長整理をしていただいて。 

 委託料の中で現計予算の中で対応されたもの、流用もあったんか分からんですけれども、その

中から２点撮影の委託料とノベルティーの委託料がそうですよと言われたけれども、ほかにもた

しか陶土の調査の関係であったり、さっき冒頭の文化スポーツの関係だったりもそうでしょう

し、ちょっとよくよく整理をしていただいてお願いができればと思います。 

○山本委員長 暫時休憩します。 

              午後２時０６分 休憩 

              午後２時２０分 再開 

○奥道副委員長 それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

 初めに、今日山本委員長諸般の事情がありまして早退されましたので、代わって私のほうで司

会を進行させていただきます。どうぞ御協力をいただきますよう、よろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、先ほどの商工費、商工振興費、ここはよろしいでしょうか。 

○中西委員 １５７ページの備前焼まつりの実行委員会の補助金のところで、昨年度は令和５年

度の収支決算報告をいただいたんですけど、今回私資料要求をお願いするのを忘れていましてう

っかりしてたんですけども、令和６年度の昨年度と同様の備前焼まつりの収支決算書を１枚出し
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ていただけたらと思いますけども、お願いしていただけませんでしょうか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 一昨年度の分も昨年度お出しさせて

いただいとるみたいですので、昨年度の分を今年度ということでよろしいですか。そういう理解

でいいですか。６年度のものをお出しさせていただくという理解でよろしいですか。 

○中西委員 そうです。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 そのように進めさせていただきま

す。 

○中西委員 委託料のところのどの項目を説明書で欲しいのかというようなところでいえば私は

委託料の測量調査と設計、それから行事企画デザイン業務、ここが欲しいと、それからあとこの

予算の中で現計予算あるいは内部の対応で済ませたという予算の項目、これが欲しいと、私はそ

れだけ希望するんですけど、よろしいですか。 

○石原委員 予算の範囲内で当初から外れて流用であったりというところも当然あり得るでしょ

うし、その場その場適宜対応も必要なんでしょうけれども、お聞きしようてあまりに今回の決算

においては特に前回の文教のほうでもそうでしたけれども委託料の在り方について、とかくその

パターンが多いんじゃないかなというのございましたので、先ほどここで言えば中西委員おっし

ゃったようなところの委託業務についての内訳等々お示しいただければと思いますのと、それか

ら併せてすみません、１５３ページ、補助金、商工振興費の補助金ですけれども、これも今中西

委員、備前焼まつりの収支のお願いをされておりましたが、ここで事務局の資料では３つのイベ

ントについての決算報告がなされておりますが、吉永、三石、日生でここの１５３ページの備前

片上ひなめぐり補助金、こちらについてのイベントの決算報告もたしかいつぞやの決算でも御提

示いただけたかなという記憶もございますので、こちらもちょっと併せて参考になるかなと思い

ますので、お願いをさせていただければと思いますが。 

○坂本産業振興課長 御用意いたしたいと思います。 

○中西委員 私は、この今日の説明員の座席表で文化スポーツ振興課長の杉山課長が入っておら

れて、どこの件か分からなかってお伺いしたんですけど、もう一人分からない方がおられまし

て、大森生涯学習部参与がどこの予算を担当しておられるんか教えていただかないと、さっきみ

たいにここがあるんですよという形で出されても、こっちはさっぱり分からない、どっかに船の

建造の予算があるかと思ってたら見てもどこにもないんで、どこの部分を担当して今日御出席に

なっておられるんか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○大森生涯学習部参与 北前船関係で歳出している予算につきましては１５５ページの旅費、こ

ちらの一部のほうを歳出をさせていただいております。あと１３節の委託料と１４節の使用料及

び賃借料、１６節の原材料費、１８節の備品購入費、以上でございます。 

○中西委員 １５４ページの普通旅費で常石へ行ったというのと１４節で有料道路の通行料と思

えばいいですか。 
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○大森生涯学習部参与 そうです。それと１６節の原材料費。 

○中西委員 １６節の原材料費のこれは何なんですか。 

○大森生涯学習部参与 こちらのほうにつきましては、艤装部分のプロポーザルを始めるときに

こちらの１６節の原材料費と１８節の備品購入費、こちらのほうがプロポーザルの予定価格の根

拠となる見積りのほうへ入っておりました。こちらのほうをプロポーザルのほうの設計書、予定

価格のほうへ入れますと業者の経費のほうがかかりますので、こちらの原材料費と備品購入費に

おきましては少しでも安くするために市のほうが直接購入するという形で使用をさせていただき

ました。 

○中西委員 何とも言えない、さっぱり分からんのんですけど。要は入札、そもそもの入札のお

願いすべき委託料か何かの中に、こういうのが抜けていたということなんですか。 

○大森生涯学習部参与 北前船につきましては、船本体の工事請負、それから艤装部分の請負を

デッキ部分と客室部という形で３つ出しております。船については、令和５年度に入札をプロポ

ーザルをいたしまして決まっております。令和６年度末に艤装部分について、２つの業者にプロ

ポーザルで決定いたしました。その予定価格を算出する見積りの中に今回購入予定の原材料費と

備品購入費が入っておりましたので、予定価格が高くなりますので、そこの部分から市のほうが

直接購入したほうが安いということで、そちらの原材料費と備品購入費については予定価格の部

分から削除しまして市のほうが直接原材料費と備品購入費を購入いたしました。 

○中西委員 実際には原材料費あるいは機械備品というのは何を買われたんですか。 

○大森生涯学習部参与 原材料費におきましては、手洗い器、立水栓一式、止水栓、排水目皿、

取付けボトル、ボトルラップ１０万３，４００円でございます。あと備品購入におきましては、

業務用冷蔵庫、コーヒーメーカー、電子レンジ、冷蔵庫、ポット、ホットプレート等で５１万

６，９００円でございます。 

○中西委員 今の原材料費おっしゃられたように１０万３，４００円、これは工事材料費という

ことになってますけど、上の原材料費とは全く違うものなんですね。 

○大森生涯学習部参与 工事材料費ということで流用させていただきまして購入をいたしまし

た。 

○横山日生総合支所長 上の原材料費につきましては日生総合支所の分に当たります。 

○中西委員 そうしますと、下の備品購入は機械備品なのか施設備品なのか、これはどちらなん

ですか。 

○大森生涯学習部参与 北前船で購入させていただいていますのは施設備品でございます。７６

万９，９００円のうち、５１万６，９００円の支出でございます。 

○中西委員 もうほかにはないんですね。 

○大森生涯学習部参与 今回の予算については以上でございます。 

○松本委員 １５７ページですか、負担金補助で備前焼制作技術継承者育成事業、これ１４９万
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円ですか、どこに支給するんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 これにつきましては、備前焼制作技

術を有する作家さんがその技術を継承する場合において当該継承するに要する経費に対して補助

するものということで、補助対象はその作家さんになられるんですが、あくまで補助申請に基づ

いてそういった方、対象の方に該当して対象の経費に該当する場合については補助のほうを支給

させていただくと、ちなみに補助率は５分の４を乗じて得た額で１年間の上限が２００万円とい

うことになってございます。 

○松本委員 申請したらその申請を誰が認める、どういう判断するんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 あくまで補助要綱に照らし合わせて

審査することになりますけれども、最終的には市長が補助のほうを執行するかどんなか、交付決

定するかどうか、あるいはその確定通知を出すかどうかというのを判断するような運びになろう

かと思います。 

○松本委員 市長がそういう細かいことまで判断しないでしょう。なぜこういうこと聞くかとい

うと、私一般質問で何でも陶友会を窓口にしてという傾向が今まであったと思うんです、こうい

う後継者つくるにしても。やっぱり陶友会よりもこういう備前焼制作に関わってる方々は陶友会

に加入してない人のほうが多いわけですね。そういう方々が１人か２人、将来作家として大成し

ていくというのは、やっぱり後継者づくりの点でどういう形態を考えて、またこういう支援策と

いうか、資金が例えば陶友会によろしゅう頼むでとか、そういうふうに流れるんじゃないかなと

いうことをちょっと懸念しながら、どういう形態で誰が受けるんかということを、私のこの問い

かけの趣旨というのはそういうことなんですけど、分かりにくいですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 全ての業務、市の職員につきまして

は市長の事務吏員として業務につかさどっておりますので、市長の判断ということになろうかと

思いますが、個別具体的な運用につきましては備前焼振興課の担当部署のほうで決裁規程に基づ

いて決裁を取って意思決定のほうさせていただいてるという状況でございます。 

 それから、先ほど陶友会さんに限定してというお話がありましたけれども、これにつきまして

は補助金の交付要綱でそういうふうな対象に限定してございませんので、あくまでその補助対象

に該当する方であれば利用していただくことは可能かと思います。 

○松本委員 例えば日生なんかで宿を取って、よそから泊まりに来る。その中には、備前焼を見

せられて作家のを持ってきたんだと、例えば１か月、２か月の長期泊まってどっかの作家です

か、センターだとか見習に行って、そういう方が今まで幾人となくいたわけで、私知ってるんで

す。そういう方が途中辞めて帰る人が多いんだけど、そういうふうに志願して全国から集まった

人たちに何かこういう育成資金ですか、こういうことがどうも何か受けにくいんじゃないんかな

と思う懸念から、できればそういう方も含めて全体としてそういう市として援助してほしいなと

いう願望があったからなんですけど、どうでしょうか。 
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○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 委員おっしゃられとるような若干ア

ーティストインレジデンス的な作家活動といいますか、そういったのも含めて対象になるかどう

かというところはちょっと審査の余地があろうかと思いますが、この制度そのものにつきまして

はそういう国内の備前焼の産地以外のところからお越しいただいた方でそういう意思のあられる

方であったとしても要件に対象になれば対象になるものになります。 

 ただ、その間口自体が誰でもという話にはなかなか難しい部分もございますので、補助金制度

ですので、その補助要綱に規定された要件に見合う方で、かつ補助対象経費に載るようなものが

あれば申請していただいて、それが妥当だと判断すれば決定のほうはさせていただくという話に

なろうかと思います。ですので、若干国際的なインバウンド誘客なんかの方も多大にいらっしゃ

います。 

○尾川委員 １５７ページの負担金補助及び交付金の中で備前観光ツアー促進補助金の５１万

６，５００円、これについてちょっと内容を教えてください。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 これにつきましては市の観光資源の

循環を目的としまして、観光客の誘客を図るための観光ツアー補助金制度でございます。補助対

象者につきましては、旅行業者が主催する観光バスを利用した観光ツアーに限られるんですけれ

ども、それで備前の観光地に来ていただいたという部分に、ほかにも若干要件はございますけれ

ども観光バスで例えば参加者１人当たり日帰りツアーでしたら５００円、それから宿泊ツアーで

すと参加者１人当たり１，０００円、だから５０人みっちり大型の観光バスでお越しいただいて

宿泊されれば５０掛け１，０００という話になろうかと思うんですけれども、昨年度の実績とい

たしましては２９件の申請で１，０３３人の方がこの制度を活用されて備前の地に来ていただい

たというような制度でございます。 

○尾川委員 ７年度も予算がついて６０万円になっとんですけど、同じぐらいの規模で行ってい

くと、旅行業者というのは決まっとんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 あくまで補助申請に基づく補助執行

でございますので、あらかじめ補助対象事業者である旅行会社さんが決まってるというわけでは

なくて、その都度、その都度旅行会社のほうが補助申請なされて、補助要綱に見合えば交付決定

のほうを切らせていただくというような手続になろうかと思います。 

○尾川委員 それで、今後もこれは続けていこうと一応予定しとるんですか。１，０３３人がど

んなか、評価がどうか分からんのですけど、予算ぐらいはいきょんじゃけど。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 一応この制度自体は、この先もさせ

ていただく予定で今のところは考えてございます。これ自体が平成２８年５月１日施行というこ

とで、要綱のほうを制定させていただいて推進させていただいてる事業です。今後インバウンド

も含めて、今都会にいろいろ来られてますけれども、鎌倉だったり京都だったり東京だったりと

いうところはインバウンドがオーバーツーリズムになるという話になりますけれども、なかなか
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地方まではそこが還元されてないという現状がある中で、この先も少しそういうふうなインバウ

ンド誘客も含めた定量的な評価の指標を取りながら検討検証していって、それでもこれ自体が

１，０３３人が少ないか多いかという議論はございますけれども、その時点でまたいろいろうち

のほうでも分析しながら評価させていただきながら今後の制度の在り方を考えていけたらなと思

っております。 

○中西委員 今のお話なんですけども、１，０３３人がそういう補助金をもらってる、旅行代理

店が請求してると、旅行代理店のベストスリーはどういったお名前の会社なんでしょう。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 旅行会社そのものは旅行会社にちょ

っと確認は取ってございませんけれども、一応ベストスリーの業者、旅行会社さんをこの場で申

し上げるのは差し控えさせていただこうかなと思っております。 

○石原委員 １５７ページの負担金補助及び交付金の一番上です。研修会等参加負担金、これは

何名の職員さんが研修受けられたんでしょうか。 

○大森生涯学習部参与 こちらの研修参加負担金につきましては、船の免許１０人分、試験をし

ましたのでそちらの２級ボート免許スマ免コース受講料ということで計上、９３万１，５００円

のほうの支出を行いました。 

○石原委員 ６年度で１０名の方がそちらの研修を受けられて資格を取られてということ。 

○大森生涯学習部参与 こちらのほうにおいては試験があったみたいで、１０名全員が取得でき

てはいないとお聞きしております。 

○石原委員 ちなみに何名ほど。 

○大森生涯学習部参与 １０名受けて８人合格したというのをお聞きしました。 

○石原委員 その８名の方は頑張って試験合格されて、運転、操縦しようと思えば北前船できる

わけ。 

○大森生涯学習部参与 免許は取得したので、その権利はあると思います。たしか実務経験が必

要だったと思うので、すぐに北前船の運転ができるかというとたしか違ってた。 

○石原委員 また、実務経験を教えてください。 

○奥道副委員長 ほかによろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次のところへ行かせていただこうと思います。 

 ページ１５８ページから１６３ページ、８款土木費の１項土木管理費、そして２項の道路橋梁

費までを審査範囲とします。 

○尾川委員 ページ１６１ページの道路橋梁費の道路橋梁総務費で負担金補助及び交付金の道路

河川等ボランティア推進事業補助金１７９万２，９７１円について、今団体はどのくらいで昨年

と比較して金額も下がっとんですけど、当然団体名が減っとんじゃろうと思うんですけど、昨年

と今年の団体の数を教えてください。 
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○岡村建設課長 団体数につきましては昨年度令和５年度につきましては６４団体、登録人数が

１，７６５人です。昨年令和６年度が６２団体、登録人数１，６３５人であります。 

○尾川委員 ２団体減ってきとるけど７年も登録しとると思うんですけど、そんな動きはどんな

ですか。 

○岡村建設課長 ７年度の今の現在の数が今把握できてないんですけども、同等数ぐらいは申請

が来てると思っております。人数も、令和５年から比べれば減る傾向になっております。活動内

容につきましても、基本型とか負荷型ということで、基本型がごみ拾いとか道路環境の清掃で

す。それに加えて、負荷型というのが草刈りとか花壇の手入れ等というのもありまして、作業の

内容も幾らか変わってきてるのではないかなとは思っております。団体の登録される方の年齢数

等も、多分高齢化というのもあるかと思います。今後もやっぱりこういうボランティア活動非常

に重要だと思っておりますので、ＰＲなり、こういう活動を今後も継続するために関係機関等の

周知を図っていければなと考えております。 

○守井委員 土木管理費の土木総務費の中の工事請負費のところの支出済額７，７３０万円のう

ち、不用額が５３０万円、入札残というようなことを書いておるんですけど、この事業はどうい

う事業か、何件かに分かれてるのか、単品の工事でやられとるのか、その辺はいかがですか。 

○岡村建設課長 土木管理費、総務費の工事請負費につきましては、これは残土処分場の調整池

の工事になります。６年度が最終年ということで、それに対して執行残が５，３００万円という

ことになっております。 

○守井委員 繰り越してまだやってると思うんですけど、一応７年度末には完了する予定で岩盤

が固くてまた延びるんだという話で、完了予定はどんなですか。 

○岡村建設課長 これにつきましては、工期を２回も変更させていただいて２月２８日工期とな

っております。もう当然、それ以内に完成に向けて今現場のほうも動いております。今現状とし

ましては一番下にあります土砂どめの堰堤を今築造しておりまして、順調に進んでいるような状

況でございます。 

○中西委員 １６０ページのところで負担金補助及び交付金、国道３７４号整備促進期成会会費

というのがあるんです。国道２号については香登周辺の歩道を今やっておられるということで分

かるんですけど、国道３７４の整備期成会の中では何かこういうことが進んでますよというよう

なことがありますか。 

○岡村建設課長 この国道３７４号線の期成会につきましては、加入団体が備前市含めて赤磐

市、美作市、和気町、美咲町というように３７４号線を管轄する市町村が加入して活動を行って

おります。昨年度でいえば、美作市の巨勢というところで道路防災事業ということで、それの設

計を行っているようです。備前市内につきましては、当然要望としてちょうど伊部から上がって

いく歩道があの途中で終わっているような箇所の整備、あと２号線合流の手前のところです、県

道の拡幅整備とか、そういうのを要望に組み込んでおります。実際そこはちょっとなかなかまだ



- 43 - 

事業化ということにはなってないんですけども、県でいえばちょうど伊部から北に上がる路面の

舗装を年次的にしていただいているような状況であります。 

○石原委員 道路新設改良費ですけれども、１６２、１６３ですか、こちらにつきましては先ほ

どもありました決算の委員会資料２６ページに事細かに示されておって、分かりやすいなという

ところでありがたく感じるところですけれども、６年度多くの繰越工事を抱えながら大変だった

んだろうなということを思い描きながら、１６３ページの備品購入費についてここのトータルス

テーション及び附属機器ほかということで、こちらについて御説明いただければと思うんです

が。 

○岡村建設課長 これは測量する際の測量機器になります。光波測距儀とも別名いいまして、こ

れにつきましては職員が現地測量を行うために購入した測量機器になります。この機器で現地を

計ってそれを図面化にしたりとか、あと場合によっては境界の復元とかという作業も可能ですの

で、できるものは職員でやっていくという中で購入したものでございます。 

○守井委員 同じく道路新設改良費のところの１６３ページ、公有財産購入費のところなんです

が、不用額が３，８２８万４，４４３円出ておるんですけれども、不用額のうち繰越明許分が

３，７６２万７，７６６円で、不用額が生じた主な理由は実績が当初の見込みを下回ったためと

いうようなことで、道路新設改良で土地が買えなければ工事もできないというようなことなんで

すが、これはどのような状況でしょうか。 

○岡村建設課長 この繰越予算の３，７６２万７，７６６円ですか、これにつきましては浦伊部

線の道路新設改良の用地購入になります。道路の路線の中で今現在も買えてないところが数筆ご

ざいます。１件は相続がたくさんあったということで、それを外注で今行っておりまして順次関

係者と合意を取ってもらっているというふうに報告を受けております。その他につきましては当

然粘り強く職員のほうでお願いに上がり、必要性を粘り強く説明させてもらって承諾してもらう

ように今も継続して行っているような状況でございます。 

○守井委員 道路ですから、どうしても用地取得しなければ工事のほうできないというようなこ

とで、通常であれば繰越しでやればいいのかなというようなことなんですけど、それもある程度

見切りをつけておかないと予算上難しいところがあるというようなところで取りあえずは不用額

で処理されたというようなことのようでしょうか。 

○岡村建設課長 この繰越しが５年から６年ということで、６年度中も含めてお願いのほうは継

続して行っておりますが、なかなか承諾していただけないと、先通しも苦しいというような中

で、この予算は不用額となっております。当然交渉のほうはもう新設改良ができるように進めて

おりますので、先行きが立てば当然予算のほうも上げさせてもらうというケースもございます。

その際はよろしくお願いいたします。 

○尾川委員 ページ１６１ページの無電柱化を推進する市区町村長の会費３，０００円のことな

んじゃけど、今伊部の美術館の周りを無電柱化という工事、あれは完了したんかなと思うてその
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辺を聞きたいんと、今後の無電柱化というのを防災の問題で取組していくということだろうと思

うんですけど、そのあたりの考え方を教えてもらえたらと思うんですけど。 

○岡村建設課長 この無電柱化につきましては、推進を目的として全国市町村の会へ加入してお

ります。備前市も、無電柱化を推進したいということで加入しております。今２号線です、伊部

駅の周辺を国のほうが無電柱化のほうを今実施していただいております。埋設のほうはもうほぼ

終わっておりまして、今年度は既存の電柱の伐柱を行うということで、これができれば計画区間

内の無電柱化は完了すると聞いております。今後も西へ向かってするか、その辺を含めて検討さ

れてるようなことを聞いております。備前市としましては、現在どこをしてどうしていくという

ような、その段階までは至っておりませんで、引き続き選定箇所を含めて検討をしているような

状況でございます。 

○奥道副委員長 ほかによろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、先へ行かせていただきます。 

 次は１６２ページから１６５ページまで、土木費、３項の河川費と４項の港湾費を審査したい

と思います。 

○守井委員 港湾管理費のほうの１６５ページなんですが、委託料で港湾管理委託料２，３１２

万１２９円なんですが、昨年とほとんど変わらん２，３８３万４，０００円ということなんです

が、実態的には水路的なものはあまり変わってないと、任意の取扱いでは変わってないというこ

とで理解しとってよろしいんでしょうか。今後の利用はどのような状況になるんでしょうか。 

○岡村建設課長 港湾管理委託料につきましては、県のほうから委託を受けまして、東備港のと

ころを市のほうで片上埠頭のほうへ委託を発注して行っております。推移としましては、ここ数

年、多少増減はありますが、約２，３００万円前後で推移しておりまして、引き続きこれについ

ては委託のほう行う予定でございます。 

○松本委員 具体的には何をするんですか。 

○岡村建設課長 船舶で耐火れんがの原材料とか、荷積みを行っていきます。要はそれを荷下ろ

しして、その管理です、それを片上埠頭のほうへ委託をして行ってもらってるというようなこと

です。 

○松本委員 それだけが仕事なんですか。 

○岡村建設課長 港湾管理の中で水門とかが幾らかございまして、その管理、埠頭は今先ほど申

しましたのがもうメインでお願いしてるような状況であります。 

○内田委員 １６５ページの負担金補助及び交付金のところで、上から２番目の急傾斜地崩壊対

策事業県工事負担金８４９万８，０００円、これはちなみにどちらのほうをされとんですか。 

○岡村建設課長 これにつきましては三石の五石地区になりまして、そこを継続事業として急傾

斜の事業を県のほうで行っていただいております。 
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○内田委員 ちなみにこれ総額幾らぐらいかかるんですか。 

○岡村建設課長 すみません。ちょっと総額は今把握できておりません。 

○奥道副委員長 ほかによろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次へ行かせていただきます。 

 次は１６４ページから１６９ページ、８款土木費の５項都市計画費について審査いたします。 

○中西委員 １６４ページの都市計画費の報酬のところでの委員の報酬が出てますけども、これ

は委員何人で何回ぐらい開かれてるんでしょうか。 

○井上都市計画課長 こちら委員のほうが５名で、１回分の費用として支出しております。 

○中西委員 委員というのは、もう少しいるわけですよね。５人より多いですよね。何人です

か。 

○井上都市計画課長 こちら委員が８人任命されておりまして、報酬が発生される方が５名とい

うことです。 

○中西委員 なるほど、分かりました。ありがとうございます。これほど今備前市の中で空き家

の問題はなかなかにぎやかな話題になってきてまして、それぞれ議員の皆さんも相談を受けたり

してなかなか頭の痛い話ではないか、備前市のほうも恐らくこれは相当空き家問題は連絡も来て

るんじゃないかと思うんですけども、対策協議会の委員会が１回しか開かれないというのはどう

いうものかなと、年度の初めに１回開かれて今年はこういう方針でやりますで終わって、今年度

はこうでした、少なくとも私はこういう委員会というのは年２回は開く必要があるんじゃないか

なと思うんですけども、それはどうお考えになっておられますでしょう。 

○井上都市計画課長 こちら予算化されたのが６月補正で予算化されたと、その後委員の任命と

か、そういった事務手続を踏まえていくと年度末の２月に開催するような状態になったというこ

とでの引継ぎを受けております。 

○中西委員 ６月補正でということですから今後は年２回ぐらいは開いていきたいと思ってよろ

しいでしょうか。 

○井上都市計画課長 空き家対策の需要を鑑みながら検討してまいりたいと思います。 

○中西委員 空き家対策の問題はなかなか大きな問題ですし、市民の皆さんの関心あるいは御相

談も多いことじゃないかと、そういうことでいえば年１回、アリバイ的に行うんじゃなくて、や

はり事業を前に進めるということでいえば事業提案し、そして検証するという２つの会議は必要

だと思うんです。課長は、そこはどうお考えになられますでしょう。 

○井上都市計画課長 委員御指摘のとおり、現状空き家というのはどの地区もどんどん増えてき

ております。そういった中で、受け身でなくてある程度現況把握をしてそういった委員会等開催

してどう解消していくか、そういったことを検討していくことが大事であろうかと認識しており

ます。 
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○中西委員 なかなか２回開くとは言わないんですけども、これはやっぱし開いていただきたい

と、そうしないと前に進まないんじゃないか。前に進める意思がないんなら、この協議会なんか

も必要ないんじゃないか、部長どうお考えになられますでしょう。 

○梶藤建設部長 空き家対策につきましては、委員おっしゃられるとおり非常に市としても問題

になってることだと思います。委員会を開く開かないにかかわらず、そういうことに対しては担

当部署含めていろいろ検討しているところでございます。今回この委員会につきましては、空き

家等の対策の計画を立てる上でまず立ち上げないといけないという部分もありましたので立ち上

げております。それが今、じゃ、うまく活用できているかといったらなかなかできてない部分も

ありますので、担当のほうもいろいろ答弁しておりますが、その活用も含めて今後いろいろ考え

ていきたいと思います。 

○青山委員 １６７ページの１９節負担金補助及び交付金の空家等除却支援事業補助金ですが、

これは何件あったんでしょうか。 

○井上都市計画課長 こちらの除却補助の実績ですが、１０件対応しております。 

○青山委員 この空き家の除却については今どういう条件になってますか。 

○井上都市計画課長 こちらにつきましては特定空家に該当するものとしておりまして、建築技

師が現場のほう行きまして評定基準に基づきまして１００点以上のものについては特定空家に該

当するということで、こちらの補助の対象として支給しておることになっております。 

○青山委員 持ち主がなかなか見つからないということで、本当に倒壊しそうで危険なというと

ころがなかなか手がつけれないというようなこともあるんじゃないかと思うんですけど、その点

については市としてどのように対応されとんですか。 

○井上都市計画課長 こちらの所有者不明の場合は、戸籍等をたどりながら郵便にて現状の写真

でありますとか補助の制度、そういったパンフレット等を入れまして郵送にて該当者のほうには

通知しております。 

○青山委員 通知ということなんですけど、なかなか相手先が見つからなかったり、あるいは施

設に入っている、あるいは認知であるとかということで、相手の許可というんですか、それが得

られないようなときに、これはどのように扱ったらいいですか。 

○井上都市計画課長 郵送等でなかなか連絡がつかない場合は、当然直接電話等で連絡を取って

現状についての説明というのは口頭等で行っております。 

○青山委員 私の近くにもそういったようなところがあって、かなり困られてるというところな

んですけど、また相談に乗っていただけるということで、そのように説明してください。 

○守井委員 １６７ページの公園費のほうの公有財産購入費のところが１億２，８５７万３，０

００円ですか、吉永の仮設のドームなんですかなと思うんですけど、どこでしょうか。 

○井上都市計画課長 こちらの用地、公園費につきましては西片上にあるローソン、そちらの南

側手にあります旧ＤＯＷＡ興産さんの用地になります。 
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○石原委員 １６７ページの都市計画総務費の中の１３節委託料、測量調査設計等委託料、こち

らの内容お聞かせいただければと思うんですが。 

○井上都市計画課長 こちらの委託料といたしましては、主には西片上駅舎改修詳細設計業務委

託と浦伊部沿線基本構想策定業務委託、伊部防災公園基本計画策定業務委託、片上地区建物及び

土地利用調査業務委託、伊里駅周辺検討業務委託、以上５点になります。 

○石原委員 ５点それぞれお教えいただけますか。 

○井上都市計画課長 金額ということでよろしかったでしょうか。１番、西片上駅舎改修詳細設

計業務委託、こちらが２，４５３万円、２番、浦伊部沿線基本構想策定業務委託９１１万９，０

００円、伊部防災公園基本計画策定業務委託５５４万４，０００円、片上地区建物及び土地利用

調査業務委託２９万７，０００円、伊里駅周辺検討業務委託２９万７，０００円です。 

○中西委員 １６６ページの委託料の西片上駅の２，４５３万円ですけど、これによると今後ど

うなるんか、今までの出口は閉鎖になって、仮設のような入り口ができてるんですけど、あれも

う少しきれいに今年度中ぐらいにはなるんですか。 

○井上都市計画課長 今利用のほう封鎖しております駅舎につきましては、今年度改修を行いま

して今年度末には供用開始できるように進めていっております。 

○中西委員 いつから工事に入るんですか。 

○井上都市計画課長 今ＪＲと協議を行っておりまして、仮設関係のほうはしております。 

○中西委員 今ＪＲと協議してて、年度末にできるんですか。なかなかＪＲの工事は難しいと思

うんですけど。 

○井上都市計画課長 あちらの公園部分につきましては、軌道敷に近いところという部分はＪＲ

の委託工事という形になりまして、そちらのほうの契約は完了しております。それ以外の工事に

つきましては、市の工事ということで今月開札予定でやっております。ですから、先行してＪＲ

の受託工事というのはもう契約が済んでいますので、そちらに関しては現在進行形であります。 

○中西委員 ＪＲとの協議は契約はしてるんだけど、工事をやってるような雰囲気には見えない

んですよね。私が心配するのは、今年度中に工事ができるんでしょうかと。 

○井上都市計画課長 市の工事部分については今月に開札しますので、そこの中での内容を見ま

して年度内に工事が完了するように進めてまいりたいと思います。 

○青山委員 関連の委託料のところなんですけど、伊里駅周辺が２９万７，０００円というふう

なことで調査ということなんですけど、具体的にどのような調査を。 

○井上都市計画課長 昨年度、土地住宅政策課のセクションのところでアンケート調査等取った

区域がございます。その中で、どういった土地利用ができるかというような、あくまで概略的な

ものではあるんですが、そういったものを作成しております。 

○青山委員 その後はどうなったんでしょうか。 

○井上都市計画課長 その後は、その中身について今後どう進めていくかというのは内部での協
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議中です。 

○青山委員 まだ協議中と考えとけばいいですか。 

○井上都市計画課長 現在協議中ということです。 

○石原委員 測量調査等設計委託料ですけれども、都市計画費の中の、ここでの測量調査設計業

務もさっき商工費のところで委託料についてやり取りございましたが、５点大小含めて金額ござ

いましたけれども、これら委託業務も調査業務も取りあえず現計予算の中からその範囲内で執行

されたもの、提案時には見込まれてなかったもの、含まれてなかったものがさっきの５点の中に

あるんですか。 

○井上都市計画課長 委員御指摘のとおり急遽策定する必要があったもの等もありますので、委

員お見込みのとおり策定時にないものについても委託として発注しておるものがあります。 

○石原委員 ５件ですのでお聞きしますけど、どれどれがその類いの予算じゃったかな。浦伊

部、西片上駅は何か記憶にあった。 

○井上都市計画課長 防災公園と片上地区建物土地利用調査、伊里駅周辺、この３つについては

予算内の中での執行というのをさせてもらってます。 

○奥道副委員長 ほかにはよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、よろしいようですので、次へ行かせていただきます。 

 次は１６８ページから１７１ページ、６項の住宅費について審査したいと思います。 

○石原委員 １７０、１７１ページの住宅費の中の負担金補助及び交付金の中の移住調査宿泊費

補助金ございますが、これ６年度は１８件ですか、交付実績が、どういう宿泊形態か、人数も分

かりませんけれども、この方々のうち調査が実を結んで備前市へ移住されたりというケース、６

年度でここで宿泊されての今なんでまだ迷われとる方もおられたり分からんですけれども、ひと

つ実績としてお聞かせいただければと思うんですが。 

○井上都市計画課長 こちらの６年度実績としまして利用件数が１９件で、その後移住された方

が３件の実績になっております。 

○石原委員 小さな話ですけど、何かこの主要事業の実績報告書で見れば１８件になってました

んで、正しくは今言われた１９件のうち３件がということで、ありがとうございました。 

○尾川委員 １７１ページで今の住宅費の負担金補助及び交付金で若年者家賃補助金、若年者新

築住宅補助金、その関係で７年度はたしか若年者新築住宅補助金が削除されたと思うんですが、

このあたりの移住・定住の関係でどういう施策を考えられて７年度の事業も継続されるんか、そ

れとも今言う特に新築住宅補助金についてどのようにお考えなんか、お聞きしたいんですけど。 

○井上都市計画課長 こちらの若年者家賃補助と若年者新築住宅補助、こちらはもう６年度でな

くなっております。現在この決算上で上がってる数字につきましては、過年度分のものについて

の実績額として上がっております。今後住宅施策としてこういった補助等考えていないかという
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お話がございましたが、現状考えてるのは今鶴海地区で宅地造成事業を行っておりますので、そ

ちらの宅地の供給という方向で移住・定住化の促進に向けて施策のほうを展開しているという状

況でございます。 

○尾川委員 それは家賃補助とか、そのあたりは継続中のあと一年か、私は移住・定住で運用の

問題は別として新築住宅についてやっぱりもう少し積極的に取り組む必要があるような気がする

んですけど、そのあたりはもう検討も全然話にならんのですか。 

○井上都市計画課長 今の段階でいいますと取りあえず鶴海の宅地造成事業、そちらのほうで宅

地のほう出して、どれぐらいの需要、そういったものも見ながら今後こういった補助も考えてい

かなければならないのではないかと思います。 

○守井委員 １７０ページ、１７１ページの住宅新築資金等貸付事業費の資料の４２ページにあ

りまして、合計で滞納額が２億６，３５４万１４６円あるということで、これ長年の懸案事項と

いうことで、滞納が減っていかないような状況になってるんで、ここの中の需用費と役務費が支

出済額が０円になっているということは何も活動はなかったのかなということにしか見えないな

と、令和５年度の実績によるとそれらを利用して何らかの動きがあったということなんですが、

令和６年度は何ら活動しなかったということで、こういう計上しとったんか、あるいは活動はし

たけれどもこの予算は使用しなかったということで理解しとっていいんか、そのあたりの考え方

をお聞きしたいんですが。 

○井上都市計画課長 こちらは委員御指摘のとおり、特に活動実績がなかったので０円計上とな

っております。 

○守井委員 １年間何もなかったということでなくて、やっぱり郵送なんか何かしていかにゃい

けないというところと、市だけでは解決できないいろんな問題があるかと思うんで、国との連携

を図らなければ恐らくこの問題解決できないんじゃないかと思うんで、その辺の情報交換なりい

ろいろな動きだけやっていただけたらえんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○井上都市計画課長 今後このものをどう処理していくかについては検討してまいりたいと思い

ます。 

○中西委員 １６８ページの負担金補助及び交付金のところなんですが、空き家活用促進事業補

助金ですけど、これはどういうようなことに使われたんでしょうか。何か特徴的な事例があれ

ば。 

○井上都市計画課長 こちらの内容につきましては、空き家片づけ応援補助事業として２２件、

１９９万９，０００円、空き家改修促進補助事業としまして３件、額としまして１５０万円、合

計３４９万９，０００円の決算額となっております。 

○中西委員 こういった空き家の改修というのは、何か新たにそこへ別の人が来て住むとか、そ

ういうように使われてるものなんですか。 

○井上都市計画課長 こちらは空き家の賃貸を目的としたリフォームに係る補助になります。 
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○石原委員 主要事業の実績報告でさっき言われたのが出てますが、数字のところで空き家改修

促進補助金６件となってますけれども、さっき課長言われた３件が正ということでよろしいです

か。 

○井上都市計画課長 ６件が誤りで３件が正解です。修正のほうよろしくお願いします。 

○奥道副委員長 ほかにはよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○井上都市計画課長 午前中中西委員から御質問のありました総務費、総務管理費、財産管理

費、工事請負費のアルファビゼン改修工事についての回答をさせていただきます。大きく４点あ

ったかと思います。 

 まず１点目、１階床耐荷重、脆弱性についてどう判断しているのかについてでありますが、屋

外駐車場、広場について床の耐荷重は旧アルファビゼンの店舗１階部分になり平米３００キログ

ラムと当時の構造計算書に記載があり、その数値をビーテラス１階及び屋外の床耐荷重としてお

ります。この耐荷重であれば通常の歩行はもちろん、思いやり駐車場の位置になりますが普通車

の駐車については耐荷重に収まっており構造上支障がないことを確認しております。 

 質問の２点目、屋外に水たまりはできない予定であったかについてでありますが、水たまりを

つくる予定ではありませんでした。既存の床を削るなど構造強度に影響を与えるような工事はで

きないため、ハード面での対応は現段階では困難であり、今後応急的ではありますがマットを敷

いて現状の様子を見ていきたいと考えております。 

 質問の３点目、いつなぜ地下を埋めない判断となったのかにつきましてですが、設計の際の議

事録を見ますと周辺道路の地下の土圧に抵抗するための工事について高くなると記載されてお

り、施工の難易度、特に大きく工事費がかさむため地下１階、２階をそのまま置くということに

なっていたのではないかと考えられます。 

 質問の４点目、地下の臭い対策を行っていたのかについてでありますが、地下は閉鎖し使用し

ない部分であることから換気設備の設置など臭い対策は行っていません。 

 ただ、個人差はあるにしても臭いができているのは事実だと思われますので、今後ハード面の

対応も含め臭い対策について検討していきたいと考えております。 

○中西委員 屋外もアルファビゼンの１階のフロアと同じ耐荷重だと、だから普通車を置いたり

通常歩行に問題ないということなんですが、そうだとすればあそこもうちょっと駐車場が広く取

れないものかなと思うんですけども、あるいはここにはもう車を駐車しないでくださいという、

そういう看板をかけて、それはもしそれだけのものが大丈夫だというんなら駐車場をもっとあそ

こを広げられたらどうなんでしょうか。 

○井上都市計画課長 今確認できているのは今の思いやり駐車場の３区画、あそこの場所につい

ての耐久性についての確認は取れているんですが、あれを広げる、また台数を増やすとなるとま

た計算が別途必要となりますので、現状として大丈夫であるというのは今の思いやり駐車場の３
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台の部分での確認は取れております。 

○中西委員 だとすれば、ほかの周辺周りも車止められますよね。玄関の前だって車駐車禁止に

なってますが。 

○井上都市計画課長 説明が私悪かったんですが、今の区画のあの場所の３台であれば確認はで

きてるんですが、そこの玄関部分についてはまだ確認のほう私取れておりません。申し訳ござい

ません。 

○中西委員 それはそれでよろしいです。水たまりなんですけど、私も目で見てフラットなんで

すね。あそこ工事してるとき私もずっと、コンクリート塗ってる人が丁寧に塗っとられました、

すごい注意を払って。やっぱしフラットなところだと、ああいう形にならざるを得ない。本来な

らば、あれは傾斜をつけて水はけをよくするということをすれば何ら問題がないわけですけど

も、ある市民の方がそのことをお電話で市役所に問い合わせて、そうすればいいんじゃないです

かという話をされたようです。その方が驚いて、そういうふうに傾斜をつけて上にコンクリート

を塗ると床の耐荷重が耐えられなくてぼんと下へ落ちるんですという御説明をされたようです。

僕は多分その職員の方うそを言ったわけじゃないと思うんです。そのお電話された方驚いて電話

かけてこられて、いや、そんな建物よく造ったなと、いや、それは以前から床の耐荷重の問題に

ついては問題になってて、そういうものはありませんということが今まで誰もしゃべらなかっ

た。政権交代が起こって職員がぼろぼろそういうことを述べてるということなんですから、そう

いう電話対応がされてると、私はきっちりハード面ではできないことはないと、上にコンクリー

ト塗ればいいじゃないですか、斜めに。でも、塗ると落ちるというのが市民の方への御答弁だっ

たようで、誰が考えても斜めに塗ればいいと、それはどうして斜めに塗れないんですか。 

○井上都市計画課長 ある程度傾斜をつける意味で斜めにコンクリートを上塗りしてはどうかと

いう御提案なんですが、コンクリートの強度的にもある程度厚みがないと設置した後、割れたり

とか、そういったことが懸念されますので、そのときどの職員が電話でお話ししたか、ちょっと

存じ上げないんですが、そういったことを想定されたのでそのような回答したのではないかと思

われます。 

○中西委員 つまりコンクリート塗ることができないと、だから水たまりはマットを敷くぐらい

の程度でしか対応できない、マットを敷くといったってあの思いやり駐車場に水たまりの水がど

のくらいたまるかというたら、私の靴は大丈夫ですけどももう少し低い靴ならあれ靴の中へ水が

入りますよ。そのくらいたまるんですから。だから、マット敷いてもそれはどのくらいの効果が

あるんかな、分からない。一番いいのはコンクリートを斜めに塗る。しかし、塗ると落ちると、

床が落ちるということなんですから、私はもう少し調査をしてほしいと、周辺部分も含めて調査

をしてほしいと、こんなたくさんの金をかけてやってる割にそんな危険な床部分であれば、これ

はもし事故が起こったときには、これは想定外だというふうなことは言えないということだけ今

日申し上げておきたいと思います。 
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 その上で、臭いの問題ですけども、地下をきちんと処理しなかったがゆえに臭いが上に上がっ

てきていると、どこから上がってきてるんかというのは１回私はきちんと調査をしてほしいと、

これだけの金をかけて完工検査もきっちりして何ら問題がありませんということになってるんで

すから、私はもう一度再度臭い対策もどうするんか、最初にあそこの施設をオープンしたときに

我々もずっと施設の中見て回る、そのときには臭いがしなかった。その以降に現在になって臭い

がしてきているわけですから、まだまだこれから出る可能性も高いわけで、きっちり調査をやは

りすべきではないかなと。 

 あと私のほうは、今この対荷重と床の脆弱性については公文書の開示請求をさせていただいて

まして、御存じのように、この耐荷重と脆弱性については公文書の中にはどこにも記載がない

と、備前市の公文書の中にはこの問題は一切触れられてないというのが私の情報開示請求の結果

なんです。それは課長は御存じだと思うんですけど、これだけ重要な案件で金をかけて造ったと

ころが庁議の中でも一切論議されてないというのは私は大きな問題だというふうに思いますとい

うことを指摘をしておきます。あとは１度調査をきちっとしてほしいと思います。 

○奥道副委員長 それでは、今の件。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次のところへ行かせていただきます。 

 ページ数１９４ページから１９７ページ、１０款の教育費、６項社会教育費、４目の文化財保

護費について、関係部分になってますが審査をしたいと思います。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 文化財保護費、１９４ページ、１９

５ページの該当部分について申し上げます。 

 まず、８節報償費、表彰記念品、これ６１万４，６３５円ありますけど、うち１４万２５０円

です。それから、その２行下ですか、賞賜金１，０００万円、これは丸々です。それから、その

下段の審査員謝礼５０万円と原稿執筆謝礼５万円、これも丸々です。それから、９節旅費に参り

まして費用弁償が２６万９，７４０円の決算額になってますが、うち２４万４，４２０円が該当

になります。それから、普通旅費のほう、これについては１３２万５，１６３円の決算額になっ

てございますが、うち５０万５，０３０円が該当になります。それから、需用費の消耗品費２７

万３，９３７円うち１８万８，５３０円、それから次のページ参りまして１９６ページ、１９７

ページ、印刷製本費１４２万４，６３８円うち９１万６，４００円、それからその次、修繕料１

１万８，２５０円うち１１万２，２００円、それから１２節の役務費に参りまして通信運搬費１

７万３，８６２円うち７万３，２４２円、それからその他保険料、これは丸々１８万８，４５０

円です。それから広告料、これにつきましても丸々１６万６，３５４円です。それから手数料２

万１，３３０円うち３３０円です。それから、委託料に参ります。警備委託料丸々１１万１，７

６０円丸々です。それから、美術品運搬委託料２８万３，９１０円も丸々です。それから、会場

設営等委託料７３万４，２５０円も丸々です。それから、１つ飛びまして撮影委託料１６万１，
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０００円、これも丸々です。それから、ちょっと飛びますが１９節の負担金補助及び交付金のほ

うへ参りまして下から３行目ですか、北前船日本遺産推進協議会負担金５０万円、これ丸々で

す。それから、その下段にございます地域連携研究所賛助会費、これ５万円、これが該当になり

ます。 

○守井委員 １９５ページの９節の旅費の費用弁償２６万９，７４０円の２４万４，９２０円費

用弁償ということで、これはどちらへ行かれたのか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 １９５ページの旅費のうち、費用弁

償の２６万９，７４０円うち費用弁償該当部分が２４万４，４２０円になります。それの内訳で

すけれども、これ備前ビエンナーレ事業で支出のほうさせていただいておりまして、審査員の委

員さんの実際に備前のほうへお越しになられた実費弁償相当というところで費用弁償が発生して

ございますのが２２万３，３２０円、それから職員のほうが会計年度任用職員の旅費といたしま

して２万１，１００円を支出させていただいております。 

○中西委員 １９６ページの負担金補助及び交付金のところでの地域連携研究所賛助会費という

のがあるんですけど、これは何なんですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 地域連携研究所につきましては、一

般社団法人でして２０２１年１月に設立されております。そもそも一般社団法人の北前船の交流

拡大機構の兄弟法人として設立された経緯がございます。基本、内容といたしましても地域のこ

とを東京に頼らずに地域同士で頑張っていきましょうというネットワークでそういった地域連携

を研究していこうという兄弟法人で、基本は地域課題の解決を模索提案するプラットフォームと

して自治体と民間企業と連携しながら様々な課題解決に向けて取り組んでいこうというような研

究所になります。 

○中西委員 これは当初の予算から上がってたものですか。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 当初予算から計上させていただいて

おります。 

○立川委員 ビエンナーレのほうの事業と北前船の事業とちょっと分かりづらいんで、今御説明

があった金額で振り分けしていただけたらありがたいんですが、何か一覧表でも結構です。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 申し上げます。ほとんどがビエンナ

ーレの事業でして、一部先ほどおっしゃられとった負担金のところの地域連携研究所の賛助会費

と北前船の日本遺産推進連絡協議会負担金の部分がもともと観光・シティプロモーション課で所

管してございます文化財保護管理運営事業として持ってるものでございます。 

○奥道副委員長 ほかにはよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 もう一つ旅費がございました。旅費

が先ほど申し上げた金額内数の５０万５，０３０円うち文化財保護管理運営事業といたしまして
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北前関係等々で３７万９，９３０円が従前からございます文化財保護管理運営事業でございまし

て、文化財保護費における観光課所管のビエンナーレを除く経費につきましてはトータルが９２

万９，９３０円になります。 

○立川委員 ビエンナーレ関係のトータルは。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 １，３９９万６，１９６円でござい

ます。 

○立川委員 これも当初予算の範囲内。 

○神田観光・シティプロモーション課長兼備前焼振興課長 途中で補正はさせていただいてます

が、基本になる部分につきましては当初予算の範囲内での執行になります。 

○奥道副委員長 そのほかよろしいですか。よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次へ行かせていただきます。 

 ２０４ページから２０７ページ、災害復旧費、１項の農林水産施設災害復旧費と２項の公共土

木施設災害復旧費のここの範囲を審査いたします。 

○守井委員 農業用の施設の災害復旧、それから公共土木のほうのも、これは皆一緒かどうか、

それぞれ担当ごとに教えていただけたらと思うんですが。 

○岡村建設課長 まず、２０６ページの１項の農林水産施設災害復旧費、目で１、２とございま

す。これにつきましては、お配りしています資料に２６ページか２７ページの下段にちょっと表

示させていただいております。同じく今度公共土木施設の災害復旧につきましては、これにつき

ましては弁天川の河川災害復旧になります。この１件です。 

○中西委員 弁天川というのは、橋の根っこのところですか。 

○岡村建設課長 桜ヶ丘団地に上る手前の橋のそうですね、委員おっしゃられます、その箇所に

なります。 

○奥道副委員長 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次のところへ行かせていただきます。 

 最後、２０６ページから２０９ページ、諸支出金の２項基金費、１目の積立金のところです。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 範囲はここまでになっております。 

 それでは、皆さんに改めて伺います。 

 全体での質疑漏れはございませんでしょうか。 

○中西委員 サイクリング道路の工事をやったところなんですけど、６年度でやってると思うん

です。あれはあのままもうあとは何もしないんですか。 
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○岡村建設課長 そうですね。昨年度整備させていただきまして、緑陽高校側沿いののりの草が

結構生えているので、その辺の対策何かできないかなというので今検討しております。 

○中西委員 赤穂線くぐって２号線もくぐって、あそこも少しシートを敷いていただいてるんで

すけど、これで大丈夫かなと思ったら草の勢いがすごいもんで、もうシートを超えてすごい草が

生えてて、あそこも併せてしていただけたら助かるなと、考えていただけないかな。 

○岡村建設課長 委員おっしゃられますように一部分抑制シートです、草がどんどん上に上がら

ないようにということでちょっと試行的にさせてもらってます。ある程度効果があれば、その方

法もできないかなということで考えていたところなんですけど、ほかもどういう方法ができるか

含めて考えたいと思います。 

○中西委員 １回ぜひそこも見て参考にしていただけたらと思います。あわせて草刈りもどうす

るんか、結構素人で刈るのはなかなか難しいかなという感じの大きさになってきてますんで、よ

ろしくお願いします。 

○奥道副委員長 そのほか特にはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で議案第９５号令和６年度備前市一般会計歳入歳出決算の認定についてのう

ち、産業関係についての審査を終了いたします。 

 委員の皆様に申し上げます。 

 次回は１１月１０日月曜日午前９時３０分から総務関係、厚生関係のうち、総合支所部関係の

審査及び採決を予定しております。審査対象かどうか不明な箇所がございましたら事務局までお

尋ねください。また、採決終了後、委員長報告に盛り込む事項について協議いただく時間を取り

ますので、希望者は各自御準備ください。 

 それでは、これをもちまして本日の予算決算審査委員会を閉会いたします。 

 皆様、お疲れさまでございました。 

              午後４時０５分 閉会 


